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文部科学省「学校基本調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」より文部科学省作成
但し、平成22年度は学校基本調査速報の数値

高等教育機関への入学者数・進学率等の推移
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●　18歳人口　＝　３年前の中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者数

●　進学率１　＝　当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18歳人口

●　進学率２　＝　当該年度の大学・短大の入学者数

　　　　　　　　　　　　　　18歳人口

○　高校等卒業者数　＝　高等学校卒業者及び中等教育学校後期課程卒業者数

○　現役志願率　＝　当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該年度の高校等卒業者数

○　収容力　＝　当該年度の大学・短大入学者数

　　　　　　　　当該年度の大学・短大志願者数
進学率１(大学＋短大＋高専＋専門学校）

収容力（大学＋短大）

現役志願率（大学＋短大）

大学：     50.9%

短大：      5.9%

高専４年次：0.9%

専門学校： 22.0%

大学：55.7%

短大： 6.1%
進学率２（大学＋短大）

高専４年次在学者数

大学：50.9%

短大： 5.9%

（年度）

Ｓ60年代計画

Ｈ12年度

以降構想Ｓ50年代

前期計画

Ｓ50年代

後期計画

Ｈ５年度以降計画

92．5%

79．7%

61．8%

56．8%

大学数：平成21年度大学一覧（学生の募集を停止している大学を除く）
学生数：平成21年度学校基本調査（「専攻科」「別科」「その他」の学生を含まない。）

20年前との大学規模の比較

▲26.9万人▲1.2万人▲ 32校▲ 42校

14.6万人1.0万人21校-

41.5万人2.2万人53校42校

私立公立公立国立

学校数

【短期大学】

学生数

計国立計私立

45.6万人1.9万人585校490校平成元年度

15.5万人-374校353校平成21年度

▲30.1万
人

▲1.9万人▲ 211校▲ 137校増加数

【大学】

学校数 学生数

国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

平成元年度 96校 39校 364校 499校 47.8万人 5.7万人 147.9万人 201.4万人

平成21年度 86校 77校 595校 758校 60.6万人 13.4万人 205.1万人 279.1万人

増加数 ▲ 10校 38校 231校 259校 12.8万人 7.7万人 57.2万人 77.7万人

【計(大学と短期大学)】

学校数 学生数

国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

平成元年度 138校 92校 854校 1,084校 49.7万人 7.9万人 189.4万人 247.0万人

平成21年度 86校 98校 948校 1,132校 60.6万人 14.4万人 219.7万人 294.6万人

増加数 ▲ 52校 6校 94校 48校 10.9万人 6.5万人 30.3万人 47.6万人

元年度 21年度

現役
志願率

49％ 61％

大学・
短大
収容力

64％ 92％

大学・
短大
進学率

36％ 56％

現浪
比率

５：２ ６：１

① 20年前と比較して、大学は250校以上増加（国立は10校減（ピーク時より13校減））。学生数は78万人増加。

② 短大は、学校数・学生数とも減少したが、大学・短大を合わせると進学率は36％から55％に上昇。進学希望者に
対する入学者の割合（収容力）は，６割台から上昇し，現在９割以上。
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１　短期大学数、学生数の推移

　

比率(%)

国　立 0 27 22 35 41 29 25 23 20 19 16 13 12 10 8 2 2 2 0 0.0

公　立 17 39 43 50 54 62 60 59 55 51 50 49 45 42 40 34 29 26 26 6.6

私　立 132 214 414 432 498 504 503 503 497 489 475 463 451 436 421 399 387 379 370 93.4

計 149 280 479 517 593 595 588 585 572 559 541 525 508 488 469 435 418 407 396 100.0

(2) (△7) (△3) (△13) (△13) (△18) (△16) (△17) (△20) (△19) (△34) (△17) (△11) (△11)

（注） 

計 計 計

（割合） （割合） （割合）

395 0 26 369 778 86 95 597 60 51 6 3
(32.0) (0.0) (2.1) (29.9) (63.1) (7.0) (7.7) (48.4) (4.9) (4.1) (0.5) (0.2)

72,622 0 3,883 68,739 627,783 102,334 29,335 496,114 11,208 10,050 771 387

(10.2) (0.0) (0.5) (9.7) (88.2) (14.4) (4.1) (69.7) (1.6) (1.4) (0.1) (0.1)

（注） 

３　 割合は、合計に占める割合。（単位：％）

４　 高等専門学校は、４年次学生数。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 4 5 7 8 6 15 15 23 13 17 19 19 15 12 4 2 5 6

　 (1) 　 　 　 (1) 　 　 (1) (4) (4) (8) (7) (10) (6) (5) (4) (6) (8)

（注） 

４　このほか，平成５年度に短期大学の設置に伴う募集停止が１件，８年度及び１９年度に短期大学の統合に伴う募集停止が２件ある。

22

短　期　大　学　の　現　状

３　（　）内は、４年制大学・学部の設置等に関わらず、全学科の学生募集を停止した学校数であり、外数である。

17

短期大学数

１　 学校数は、通信教育のみを行う学校（私立短期大学１校、私立大学５校）を除く。

２　 学生数は、平成２２年度学校基本調査（速報）による。（以下学生数については通信制を除く。）

年　　　度

合　　計

15

学校数

45

２　「短期大学数」は、４年制大学・学部の設置等に伴い、短期大学の全学科の学生募集を停止した学校数である。

1,233

（参考 １） 高等教育における短期大学の規模等 （１８歳段階）

16111055 平2

１　短期大学一覧による。

２　学生募集停止中の短期大学を含む。

高等専門学校

129昭25 141335

１　文部科学省調べ。

(100.0)

大　　  学

国立 公立 私立 国立 公立

21

私立

１年次
学生数

（参考 ２） ４年制大学へ転換を図った短期大学数

短　期　大　学

国立 公立 私立

711,613
(100.0)

　（１） 短期大学数の推移

19 20年　度 18

2



男 女 計 男 女 計 男 女 計

国立 8,880 9,705 18,585 1,294 6,116 7,410 0 0 0

公立 3,418 18,591 22,009 1,874 18,301 20,175 956 7,784 8,740

私立 27,876 387,226 415,102 29,395 261,278 290,673 15,467 125,427 140,894

合計 40,174 415,522 455,696 32,563 285,695 318,258 16,423 133,211 149,634

（％） (8.8) (91.2) (100.0) (10.2) (89.8) (100.0) (11.0) (89.0) (100.0)

大学計 1,410,854 518,283 1,929,137 1,558,533 913,222 2,471,755 1,481,395 1,077,786 2,559,181

（％） (73.1) (26.9) (100.0) (63.1) (36.9) (100.0) (57.9) (42.1) (100.0)

（注）

　

分野 昭45 50 55 60 平2 7 18 19 20 21 22

259,747 348,922 366,248 366,180 473,194 489,322 195,233 179,958 166,448 155,127 149,634

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

51,475 73,645 79,008 85,056 122,188 129,176 24,318 22,678 20,721 19,248 16,951

(19.8%) (21.1%) (21.6%) (23.2%) (25.8%) (26.4%) (12.5%) (12.6%) (12.4%) (12.4%) (11.3%)

30,187 37,915 33,499 35,990 59,996 65,363 23,851 21,400 19,897 18,518 17,750

(11.6%) (10.9%) (9.1%) (9.8%) (12.7%) (13.4%) (12.2%) (11.9%) (12.0%) (11.9%) (11.9%)

4,646 6,421 7,044 8,315 14,065 17,224 2,442 2,367 2,326 2,241 2,161

(1.8%) (1.8%) (1.9%) (2.3%) (3.0%) (3.5%) (1.3%) (1.3%) (1.4%) (1.4%) (1.4%)

21,799 23,335 20,093 19,787 23,729 22,360 8,195 6,934 5,749 4,768 4,419

(8.4%) (6.7%) (5.5%) (5.4%) (5.0%) (4.6%) (4.2%) (3.9%) (3.5%) (3.1%) (3.0%)

3,503 4,173 4,160 4,106 3,765 3,692 1,529 1,304 1,358 1,370 1,419

(1.3%) (1.2%) (1.1%) (1.1%) (0.8%) (0.8%) (0.8%) (0.7%) (0.8%) (0.9%) (0.9%)

5,827 10,023 15,829 20,544 26,751 30,651 14,823 13,494 12,701 12,385 12,462

(2.2%) (2.9%) (4.3%) (5.6%) (5.7%) (6.3%) (7.6%) (7.5%) (7.6%) (8.0%) (8.3%)

85,017 97,369 97,894 95,617 116,651 115,477 41,382 37,977 34,608 31,730 30,759

(32.7%) (27.9%) (26.7%) (26.1%) (24.7%) (23.6%) (21.2%) (21.1%) (20.8%) (20.5%) (20.6%)

44,413 78,007 89,370 76,179 78,620 74,381 60,005 54,688 49,670 45,946 45,475

(17.1%) (22.4%) (24.4%) (20.8%) (16.6%) (15.2%) (30.7%) (30.4%) (29.8%) (29.6%) (30.4%)

12,686 17,867 19,195 18,007 21,494 22,759 8,335 7,945 7,521 6,834 6,121

(4.9%) (5.1%) (5.2%) (4.9%) (4.5%) (4.7%) (4.3%) (4.4%) (4.5%) (4.4%) (4.1%)

194 167 156 2,579 5,935 8,239 10,353 11,171 11,897 12,087 12,117

(0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.7%) (1.3%) (1.7%) (5.3%) (6.2%) (7.1%) (7.8%) (8.1%)

（注）

保健

農業

工業

その他

芸術

教育

家政

人文

計

22 年 度
区分

12 年 度

(単位：人）

学校基本調査による。

（２） 男女別本科学生数の推移

 １　 専攻科、別科等の学生を除く。大学は、学部学生のみ。
 ２　 学校基本調査による。

(３) 分野別学生数の推移

(単位：人）

（参考）

平 成 元 年

教養

社会

3



（１） 短期大学・大学学部全体の入学者数，定員充足状況

(注) 　１　 １部、２部、３部の本科 （学部） 学生定員及び入学者数の合計。 

　２　 学校基本調査、短期大学一覧、大学一覧による。

（２） 短期大学・大学の女子の進学率

平3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23.1 23.5 24.4 24.9 24.6 23.7 22.9 21.9 20.2 17.2 15.8 14.7 13.9 13.5 13.0 12.4 11.9 11.5 11.1 10.8

16.1 17.3 19.0 21.0 22.9 24.6 26.0 27.5 29.4 31.5 32.7 33.8 34.4 35.2 36.8 38.5 40.6 42.6 44.2 45.2

(注) １

２ 学校基本調査による。 

　 　（入学者のうち、当該短期大学・大学の存在する県内高等学校卒業者の割合）

50 60 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

57.5 60.1 59.2 57.8 58.1 57.8 58.0 58.0 59.3 59.5 59.9 60.4 61.1 61.9 63.1 63.3 63.7 64.0 65.1

36.1 38.7 35.5 36.0 36.2 36.3 37.1 37.8 38.8 39.1 39.5 39.5 39.7 40.1 40.8 41.0 41.2 41.5 42.0

(注)

570,250

607,159

(106.5) 

20

87,577

77,339

(88.3) 

604,785 

99,761

（単位：％）

（単位：％）

575,325

619,073

(107.6) 

(91.6) (94.7) 

561,959

8

短
期
大
学

充足率％

105,746 入学定員

106,204入学者数

116,433 

(97.1) 

220,875 

543,818 

　　　　　　年度
　区分

充足率％

　　　　　　年度
　区分

入学定員

平2

182,630 

235,195 

入学者数

充足率％

589,559 

(114.5) 

90,74099,431

590,743 

18

95,866

17

579,148 

92,342

22

(109.4) 

(112.0) (116.1) (116.0) (112.0) 

567,123

78,751

72,047

(91.5) 

２　 入学者の状況等

　学校基本調査による。 

（３） 短期大学・大学の自県内入学率

年　度

短期大学

年　度

短期大学

176,280 

(93.0) (113.8) 

大  　　学

(100.4) (99.7) 

598,331 603,760

545,261 551,775
大
学
学
部

入学定員

(109.7) 

入学者数

大　　  学

進学率＝女子入学者数／３年前の中学校の卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者のう
ち女子の数

613,613

(108.2) 

603,054

(107.3) 充足率％ (111.2) 

599,655 

短
期
大
学

大
学
学
部

(95.9) 

(112.3) 

515,735 498,913 

入学定員

入学者数

126,590 

121,441 

543,319 524,807 535,445 

(112.2) 

609,337 

(96.0) 

13

140,908 

130,246 

603,953 

539,370 

(92.4) 

1412

152,071 

141,491 168,973 

119

207,546 

(108.5) 

505,961 

191,325 

10

184,580 

191,430 

(103.7) 

7

(118.7) 

492,340 

414,680 

194,080 

568,576 

232,741 

197,370 

(117.9) 

113.029 

15

(128.8) 

84,596

586,688 

(115.3) 

19

493,135 

16

571,921

608,730

(106.4) 

21

83,052

73,163

(88.1) 
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 学者数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（２） ４年制大学への編入学者数

（参考）

　１　 「編入学受入数」 とは、当該年度に大学が受け入れた編入学者数で過年度卒業者を含む。

　２　 「短期大学卒業者数 （参考）」 とは、当該年度の前年度３月の卒業者数。

　３　 「短期大学卒業者」 欄の下段は、「（参考）短期大学卒業者数」 に対する割合。

　４　 学校基本調査による。 

(11.6) (0.5)

9,037 426 7,062

(100.0) (11.5) (69.9) (5.5) (64.5) (2.0) (4.4)

4,263 50,324 1,553 3,450
21

78,056 9,003 54,587

(10.0) (0.6)

8,400 494 7,701

(100.0) (11.4) (72.0) (6.1) (65.9) (2.2) (3.8)

5,134 55,278 1,853 3,215
20

83,900 9,524 60,412

(10.3) (0.6)

9,452 594 8,943

(100.0) (12.0) (70.2) (6.3) (63.8) (2.3) (4.7)

5,832 58,791 2,120 4,285
19

92,100 11,026 64,623

(1.5)

2,886 8,521

(55.4) － （8.4)

(61.6)

－

(4.9) (56.7) (2.6)

(59.7) (4.4)

71,146

5,474 63,555

119,151 13,222

13,312

(10.2)

(100.0) (11.2)

(100.0) (11.1)

12,495

140,938

131,748 － －174,624

(100.0)

5,085

(3.6)

23,184

91,321 － －

(17.8)(64.8) － －

－ －

9,122

(73.3) (8.5)

140,870

(80.7)

死亡・不詳

11,9935,022 7,555

男 女
左記以外

103,314

208,358

(100.0)

246,474

(100.0)

(100.0)

(13.3)

卒業者数 大学等へ
の入学者

(2.9)

就　　職　　者

25,047

計

(75.4)(5.2)

(81.7)

(61.2)(65.4) (4.1)(5.8)

(87.0)

161,090

(5.2)

181,229

(3.3)

14,213

6,900

51,351

10,923 170,306 － 2,167

－ (1.0) (7.0)

150,926 10,896

607,159

8,92410,164 －

－ (4.4) (20.8) (3.6)

17,709 1,366

2,911

2,637

83,900 78,056 70,644

6,714

(1.2)

8,943

(9.7%)

2,998

6,714

(9.5%)

2,898

2,225

619,073

22

11,837

１　 学校基本調査による。

13,249

大学入学者数
（学部）

19181713

11,138 25,422

65,951

2,990 6,655

9,968

(7.6) (15.8)

23,085

(19.4)

78,779 5,655

(60.3) (4.3)

5,195

69,029

（１） 卒業者の進路・就職状況

(56.0) －

－73,124

専修学校･外国
学校等入学者

(3.1)

(1.7)

３　 卒業者の進路状況

　　　　　　年度
　区分

14

15

16

16

２　 卒業者は当該年３月の卒業者数，編入学者数は当該年４月の入学者数。

12,031

(11.5) (65.0)

62,239

(5.5) (59.5)

5,79668,035

（参考）進　　路　　別　　内　　訳

(1.5)(19.5)

就労者
一時的な

(8.5)

大学編入

14,543

608,730

13,829 1,081

7,062

21

12,549

9,873

11,899 802 9,462

－

10,297

3,344

4,5283,519

(5.4)

10,255

10,8501,946

5,485

1,730

10,073

(100.0)

（注）

(9.2%)

(2.9) (6.4) (13.2)

7,701

(1.0)

(0.8)

20

2

7

104,621

　（注）

17

112,006

(100.0)

130,597

14

年

　

50

60

15

15,091

専修学校(専門
課程)卒業者

10,255

1,807

短期大学卒業
者数

短期大学卒
業者

高等専門学
校卒業者

10,850

(8.3%)

2,512

13,611

1,729

(9.5%)

9,462

2,7092,557

2,990

9,873

603,760598,331

92,100

613,613603,054

99,611

2,319

104,621

10,073

119,151

(9.4%)

2,977

604,785

1,961

(8.6%)

2,545

112,006

(9.0%)

2,871

603,953

(9.0%)

2,977

2,510

(8.7%)

2,535

1,731

156,837 130,597

609,337

18
99,611 11,674 67,480

(100.0) (11.7) (67.7) (61.6) (2.6) (11.9)

6,089 61,391 2,579 5,177

(5.2)(6.1)

14,650

３　 就職者には，大学等への入学者のうち就職している者も含む。

４　 大学等への入学者とは，大学，短期大学の本科，別科，専攻科へ入学した者。
５　 （　 ）内の数字は割合。 （単位：％）

17,877 14,607 14,905 15,169 15,009編入学受入数

22
70,644 8,350 46,075

(100.0) (11.8) (65.2) (60.6) (2.4) (5.5)

3,264 42,811 1,718 3,875

(4.6) (14.1) (1.0)

9,935 691
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（３） 出身学科別・産業別就職者数 （平成22年3月卒業者）

115 9 7 0 4 50 1 14 2 2 26

0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.4% 23.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.8%

3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

428 65 66 14 13 39 1 130 15 21 64

0.9% 1.6% 1.2% 2.0% 1.2% 18.3% 0.0% 1.4% 0.1% 1.9% 2.0%

2,415 416 331 58 158 41 13 988 74 97 239

5.2% 10.5% 6.1% 8.4% 14.0% 19.2% 0.4% 10.3% 0.4% 8.6% 7.4%

129 35 22 5 2 0 2 41 10 3 9

0.3% 0.9% 0.4% 0.7% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.3% 0.3%

533 120 147 17 46 0 4 73 22 32 72

1.2% 3.0% 2.7% 2.5% 4.1% 0.0% 0.1% 0.8% 0.1% 2.8% 2.2%

542 181 124 25 31 1 6 71 20 15 68

1.2% 4.6% 2.3% 3.6% 2.8% 0.5% 0.2% 0.7% 0.1% 1.3% 2.1%

5,515 980 754 153 485 27 47 1,822 261 236 750

12.0% 24.6% 13.9% 22.2% 43.1% 12.7% 1.6% 18.9% 1.5% 20.8% 23.3%

1,542 454 263 123 17 0 2 336 67 44 236

3.3% 11.4% 4.9% 17.9% 1.5% 0.0% 0.1% 3.5% 0.4% 3.9% 7.3%

332 76 68 20 12 0 1 81 16 9 49

0.7% 1.9% 1.3% 2.9% 1.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.1% 0.8% 1.5%

482 54 80 6 8 0 6 140 10 57 121

1.0% 1.4% 1.5% 0.9% 0.7% 0.0% 0.2% 1.5% 0.1% 5.0% 3.8%

1,881 305 171 35 14 3 28 1,043 78 49 155

4.1% 7.7% 3.2% 5.1% 1.2% 1.4% 0.9% 10.8% 0.4% 4.3% 4.8%

1,491 265 133 25 15 1 154 415 132 137 214

3.2% 6.7% 2.5% 3.6% 1.3% 0.5% 5.1% 4.3% 0.7% 12.1% 6.6%

6,285 176 361 27 10 4 55 307 5,066 134 145

13.6% 4.4% 6.7% 3.9% 0.9% 1.9% 1.8% 3.2% 28.7% 11.8% 4.5%

20,917 345 2,320 86 44 13 2,669 3,001 11,441 209 789

45.4% 8.7% 42.8% 12.5% 3.9% 6.1% 88.3% 31.2% 64.8% 18.4% 24.5%

468 110 98 34 7 7 3 130 17 10 52

1.0% 2.8% 1.8% 4.9% 0.6% 3.3% 0.1% 1.4% 0.1% 0.9% 1.6%

1,957 210 258 38 251 3 4 804 207 45 137

4.2% 5.3% 4.8% 5.5% 22.3% 1.4% 0.1% 8.4% 1.2% 4.0% 4.3%

690 130 89 21 7 5 21 151 181 22 63

1.5% 3.3% 1.6% 3.1% 0.6% 2.3% 0.7% 1.6% 1.0% 1.9% 2.0%

347 45 125 1 1 17 7 76 31 11 33

0.8% 1.1% 2.3% 0.1% 0.1% 8.0% 0.2% 0.8% 0.2% 1.0% 1.0%

46,075 3,977 5,420 688 1,125 213 3,024 9,623 17,650 1,133 3,222

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）

サービス業
（他に分類されないもの）

宿泊業，
飲食サービス業

生活関連サー
ビス業，娯楽業

教育，学習支援業

農業，林業

医療，福祉

複合サービス事業

情報通信業

不動産業，
物品賃貸業

金融業，保険業

漁業

２　 就職進学者数を含む。

教　養 工　業 農　業 保　健 家　政 教　育

電気・ガス・
熱供給・水道業

運輸業，郵便業

１　 学校基本調査による。

その他計 人　文 社　会
　　　　　　　学　科
 区　分

計

芸　術

鉱業，採石業，
砂利採取業

建設業

製造業

卸売業，小売業

公務
（他に分類されるものを除く）

上記以外のもの

学術研究，専門・
技術サービス業
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１０．１現在 １２．１現在 　２．１現在 　４．１現在

６８．１％ ７９．６％ ８７．７％ ９６．３％ 

（６６．４％） （７８．２％） （８６．８％） （９６．０％）

３３．０％ ５４．２％ ７０．６％ ９４．３％ 

９５．７％ ９７．３％ ９８．４％ ９８．８％ 

４６．９％ ６８．７％ ８３．３％ ９３．８ ％

（４３．８％） （６９．２％） （８６．３％） （９５．０％）

（注）　

１０．１現在 １２．１現在 　２．１現在 　４．１現在

６９．２％ ８１．６％ ８８．７％ ９６．９％

（６８．２％） （８１．４％） （８８．２％） （９７．３％）

３８．５％ ６０．７％ ７６．７％ ９４．６％

９６．４％ ９８．７％ ９９．６％ ９９．６％

４９．０％ ６８．８％ ８１．６％ ９３．７％

（４６．３％） （６８．８％） （８２．９％） (９３．３％)

（注）　

１０．１現在 １２．１現在 　２．１現在 　４．１現在

６９．９％ ８０．５％ ８６．３％ ９５．７％

（７０．１％） （８０．５％） （８６．２％） （９５．４％）

３９．４％ ５６．９％ ７５．８％ ９４．５％

９４．８％ ９５．８％ ９９．０％ １００．０％

４６．２％ ６３．１％ ７８．８％ ９１．８％

（４４．０％） （６２．５％） （７８．６％） (９１．４％)

（注）　

１０．１現在 １２．１現在 　２．１現在 　４．１現在

６２．５％ ７３．１％ ８０．０％ ９１．８％

（６１．６％） （７３．２％） （７９．９％） （９１．５％）

２９．０％ ４７．４％ ６７．３％ ８８．４％

９４．７％ ９６．９％ ９７．３％ ９９．５％

４３．４％ ５６．７％ ７２．４％ ８７．４％

（４１．２％） （５６．１％） （７０．９％） （８７．０％）

（注）　

平１５．４．１ 平１６．４．１ 平１７．４．１ 平１８．４．１ 平１９．４．１ 平２０．４．１ 平２１．４．１ 平２２．４．１
９２．８％ ９３．１％ ９３．５％ ９５．３％ ９６．３％ ９６．９％ ９５．７％ ９１．８％

（９２．２％） （９３．２％） （９３．８％） （９５．０％） （９６．０％） （９７．３％） （９５．４％） （９１．５％）
８９．６％ ８９．５％ ８９．０％ ９０．８％ ９４．３％ ９４．６％ ９４．５％ ８８．４％
９５．７％ １００．０％ ９８．５％ ９６．７％ ９８．８％ ９９．６％ １００．０％ ９９．５％
８５．０％ ９０．３％ ９２．５ ％ ９１．８ ％ ９３．８ ％ ９３．７％ ９１．８％ ８７．４％

（８３．９％） （９１．７％） （９３．３％） （９１．２％） （９５．０％） （９３．３％） （９１．４％） （８７．０％）
（注）　

文部科学省・厚生労働省調査による。

短期大学

高等専門学校

専修学校

　（うち女子）

②　 就職 （内定） 率の推移 （平成１８年度調査）

　

大学

　（うち女子）

（４） 就職内定状況

大学
　（うち女子）
短期大学

　
⑤　 就職（内定）率の経年比較

③　 就職 （内定） 率の推移 （平成１９年度調査）

　

大学

　（うち女子）

高等専門学校
専修学校
　（うち女子）

文部科学省・厚生労働省調査による。 

文部科学省・厚生労働省調査による。

短期大学

高等専門学校

専修学校

　（うち女子）

①　 就職 （内定） 率の推移 （平成２１年度調査）

　

大学

　（うち女子）

文部科学省・厚生労働省調査による。

短期大学

高等専門学校

専修学校

　（うち女子）

④　 就職 （内定） 率の推移 （平成２０年度調査）

　

大学

　（うち女子）

文部科学省・厚生労働省調査による。

短期大学

高等専門学校

専修学校

　（うち女子）
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７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 2１年度 22年度

大 学 数 410 419 425 439 450 471 493 508 521 533 542 550 559 565 570 569

入学定員未充
足の大学

18 16 23 35 89 131 149 144 147 155 160 221 222 266 265 217

未 充 足 割 合 4.4% 3.8% 5.4% 8.0% 19.8% 27.8% 30.2% 28.3% 28.2% 29.1% 29.5% 40.2% 39.7% 47.1% 46.5% 38.1%

短 大 数 491 491 493 486 469 460 449 435 416 400 383 373 365 360 356 344

入学定員未充
足の短大

58 86 139 181 238 267 245 209 190 164 159 194 227 242 245 215

未 充 足 割 合 11.8% 17.5% 28.2% 37.2% 50.7% 58.0% 54.6% 48.0% 45.7% 41.0% 41.5% 52.0% 62.2% 67.2% 68.8% 62.5%

 　　（注）大学数・短大数に、学生募集停止中の学校、通信制課程・大学院のみを設置する学校は含まない。

（日本私立学校振興・共済事業団調べ）

私立大学・短期大学の入学定員充足状況
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「
中

長
期
的
な
大
学
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
審
議
状
況

第
１

社
会
や
学
生
か
ら
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
大
学

制
度
及
び
そ
の
教
育

１
．

社
会

や
学

生
の

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
す

る
大

学
教

育

－
将

来
の

社
会

的
ニ

ー
ズ

を
見

込
ん

で
充

実
す

べ
き

教
育

内
容

→
大

学
分

科
会

全
体

を
通

じ
て

議
論

－
通

信
制

と
通

学
制

と
の

区
分

を
存

続
す

る
こ

と
の

是
非

→
通

信
制

と
通

学
制

の
大

学
に

関
す

る
検

討
Ｗ

Ｇ
で

検
討

△
大

学
院

教
育

振
興

施
策

要
綱

の
検

証
（
大

学
院

教
育

の
実

質

化
，

教
員

の
意

識
改

革
，

産
業

界
と

の
連

携
等

）

→
大

学
院

部
会

で
議

論

２
．

「
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
を

中
心

と
す

る
大

学
制

度
・
教

育
の

再
構

成

△
大

学
教

育
に

お
け

る
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
整

備
（
体

系
的

な
カ

リ

キ
ュ

ラ
ム

整
備

と
そ

の
実

施
，

そ
う
し

た
活

動
の

可
視

化
等

）

→
質

保
証

シ
ス

テ
ム

部
会

な
ど

で
検

討

３
．

社
会

的
要

請
の

特
に

高
い

分
野

に
お

け
る

人
材

養
成

△
高

度
専

門
職

業
人

の
計

画
的

な
養

成
，

教
育

課
程

の
充

実

→
専

門
的

人
材

養
成

Ｗ
Ｇ

で
検

討

４
．

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
す

る
大

学
教

育
を

実
現

す
る

た
め

の
質

保

証
シ

ス
テ

ム
の

在
り

方

(1
) 

大
学

の
自

主
的

・
自

律
的

な
質

保
証

活
動

●
教

育
情

報
の

公
表

の
促

進

(2
) 

設
置

基
準

と
設

置
認

可
審

査
の

関
係

△
定

性
的

・
抽

象
的

な
基

準
の

具
体

化
・
明

確
化

△
大

学
教

育
の

理
念

に
内

包
さ

れ
て

い
る

ル
ー

ル
の

実
定

化

(3
) 

設
置

基
準

と
認

証
評

価
の

関
係

に
関

す
る

課
題

△
認

証
評

価
の

判
定

と
設

置
基

準
の

関
係

等
の

明
確

化

(4
) 

設
置

認
可

審
査

と
認

証
評

価
に

お
け

る
課

題

△
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
と

認
証

評
価

の
接

続
と

連
携

－
機

能
別

・
分

野
別

の
質

保
証

△
専

門
職

大
学

院
の

認
証

評
価

の
特

例
措

置
の

在
り

方

→
質

保
証

シ
ス

テ
ム

部
会

で
審

議

第
２

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
中
で
の
大
学
教
育

１
．

大
学

の
国

際
競

争
力

の
向

上
の

た
め

の
方

策

●
大

学
の

国
際

競
争

力
の

向
上

の
意

義
と

，
必

要
な

方
策

●
ダ

ブ
ル

・
デ

ィ
グ

リ
ー

等
，

外
国

の
大

学
と

の
組

織
的

・
継

続
的

な

教
育

連
携

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
作

成

→
グ

ロ
ー

バ
ル

化
検

討
Ｗ

Ｇ
で

検
討

２
．

大
学

の
評

価
に

お
け

る
国

際
的

な
視

点
の

導
入

と
，

世
界

的

規
模

で
の

大
学

に
関

す
る

評
価

活
動

へ
の

対
応

△
諸

外
国

の
質

保
証

の
基

準
に

つ
い

て
，

我
が

国
の

質
保

証
シ

ス

テ
ム

へ
の

取
り

入
れ

→
質

保
証

シ
ス

テ
ム

検
討

部
会

で
検

討

△
Ａ

Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｏ

等
の

様
々

な
国

際
的

な
質

保
証

の
取

組
へ

の
対

応

→
Ａ

Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｏ

・
Ｗ

Ｇ
で

検
討

●
国

際
的

評
価

や
海

外
発

信
の

観
点

か
ら

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
作

成

→
国

際
的

大
学

評
価

Ｗ
Ｇ

で
検

討

３
．

ア
ジ

ア
域

内
等

の
国

際
的

な
学

生
・
教

員
の

流
動

性
向

上

△
国

際
的

な
学

生
・
教

員
の

流
動

性
を

よ
り

一
層

高
め

る
方

策

→
グ

ロ
ー

バ
ル

化
検

討
Ｗ

Ｇ
で

検
討

５
．

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
す

る
大

学
教

育
を

実
現

す
る

た
め

の

学
生

の
履

修
を

支
援

す
る

方
策

△
学

生
支

援
・
学

習
環

境
整

備
の

質
保

証
の

具
体

化
・
明

確
化

●
社

会
的

・
職

業
的

自
立

に
関

す
る

指
導

等
の

実
施

の
明

確
化

△
履

修
支

援
，

生
活

支
援

，
留

学
生

支
援

の
総

合
的

整
備

●
総

合
的

な
経

済
的

支
援

（
Ｔ

Ａ
・
Ｒ

Ａ
等

の
経

済
的

支
援

）

→
大

学
行

財
政

部
会

，
大

学
院

部
会

で
審

議

第
３

人
口

減
少

期
に
お
け
る
我

が
国

の
大

学
の

全
体

像

１
．

人
口

減
少

期
に

お
け

る
大

学
全

体
の

健
全

な
発

展

(1
) 

量
的

規
模

の
検

討

－
社

会
人

，
高

齢
者

等
の

大
学

就
学

や
グ

ロ
ー

バ
ル

化
を

踏
ま

え
た

量
的

規
模

（
学

士
・
修

士
・
博

士
ご

と
，

分
野

別
・
地

域
別

）

●
社

会
人

学
生

の
受

入
れ

の
促

進

(2
) 

適
正

規
模

の
観

点
か

ら
の

自
主

的
な

組
織

見
直

し
へ

の
支

援

△
複

数
大

学
が

，
一

元
化

に
よ

り
経

営
の

効
率

化
を

図
る

こ
と

等

を
条

件
と

し
て

，
そ

の
準

備
経

費
や

激
変

緩
和

等
の

支
援

△
計

画
的

な
定

員
調

整
の

支
援

△
短

大
設

置
基

準
の

専
任

教
員

数
の

見
直

し

(3
) 
健

全
な

発
展

の
た

め
の

収
容

定
員

の
取

扱
い

の
適

正
化

△
定

員
割

れ
，

定
員

超
過

の
取

扱
い

の
厳

格
化

(4
) 

財
務

・
経

営
に

関
す

る
情

報
公

開
の

促
進

●
財

務
・
経

営
情

報
の

情
報

公
開

の
促

進

２
．

大
学

の
機

能
別

分
化

の
促

進
と

大
学

間
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

(1
) 

機
能

別
分

化
の

促
進

－
機

能
別

分
化

の
促

進
と

公
財

政
に

よ
る

支
援

(2
) 
大

学
間

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
構

築
に

つ
い

て

●
教

育
関

係
の

共
同

利
用

拠
点

の
制

度
化

と
活

用

→
全

国
共

同
利

用
検

討
Ｗ

Ｇ
で

検
討

△
教

育
課

程
の

共
同

実
施

や
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

へ
の

支
援

→
大

学
規

模
・
大

学
経

営
部

会
で

審
議

３
．

全
国

レ
ベ

ル
と

地
域

レ
ベ

ル
の

人
材

養
成

需
要

に
対

応
し

た
大

学
政

策

△
歴

史
的

経
緯

を
踏

ま
え

た
計

画
的

人
材

養
成

の
現

状
と

意
義

△
関

連
し

て
，

国
立

と
公

立
の

役
割

。
さ

ら
に

私
立

の
役

割

△
設

置
形

態
別

の
大

学
の

役
割

分
担

と
，

国
公

私
を

通
じ

た
大

学
の

機
能

別
分

化
の

在
り

方

→
大

学
行

財
政

部
会

で
審

議

●
：
具

体
的

な
改

善
を

提
起

△
：
一

定
の

方
向

性
を

提
示

－
：
現

時
点

で
は

，
論

点
の

提
示

に
と

ど
ま

る

（
第
１
～
３
に
関
連
す
る
各
種
の
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
検

討
も
必
要
）
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大学分科会「中長期的な大学教育の在り方に関する第四次報告」 

（平成２２年２月～６月の審議経過概要） 

 

○ 大学は，多様な学問の継承・発展，新たな知識・技術の創造と地域・社会への還

元，知性豊かな人材養成等を行う教育研究拠点として，近年の国内外の様々な課題

を背景に，その社会的役割が一層高まっている。 

○ そうした中で，大学分科会は，各部会・ＷＧを設置して検討を進めており，本年

２月～６月の審議を踏まえ，その概要を取りまとめた。 

 

１．多岐にわたる審議事項において，大学教育の質保証のための２つの論点が基調。 

○大学教育が，学位プログラムとして構成されることに着目した質保証 

・体系的なカリキュラムの整備と，それに沿った教育の実施。 

・修得すべき専門的知識・技術の明確化。 

・学位に付される専門分野名が，修得した知識・技術の内容に対応。 

○各大学の個性・特色に基づく機能別分化の進展とその機能に応じた評価等 

・各大学では，その個性・特色に基づく，自主的・自律的な機能別分化が進展。 

・各大学が，どういう機能に比重を置いても，その努力が評価・認知されるこ

とが重要。 

２．これまでの主な審議状況。 

(1) 公的な質保証システムの整備とその一環としての教育情報の公表の促進等 

○公的な質保証システム（設置基準，設置認可，認証評価）を整備。 

・大学の設置認可審査に当たっての基準の明確化（例：施設・設備，独立大学

院，実務家教員）。また，更に検討すべき課題を整理（例：海外のダブル・デ

ィグリー）。 

○各大学・大学団体の自主的・自律的な取組を支援。 

・各大学の機能別分化に係る取組への支援方策について検討が必要（例：質保

証に係る観点・指標の在り方や，観点・指標を開発していくための推進方策）。 

・「学士課程答申」の三つの方針（学位授与，教育課程の内容・方法，入学者受

入れ）の明確化に関する課題の検証。 
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○公的な教育機関としての責務と，教育力の向上の観点から，教育情報として公

表すべき最低限の事項を明確化（学校教育法施行規則等の改正を答申済み）。 

(2) 幅広い年齢層の者が学ぶ大学教育の推進 

○履修対象者を明確にした教育プログラムの整備，大学間連携を通じ地域ニーズ

に応じた人材養成，学修成果の評価・活用の促進。 

(3) 大学教育のグローバル展開の促進 

○海外の大学とのダブル・ディグリー等による教育連携促進の運用上のガイドラ

インを整備。 

○アジア地域経済の一体的進展を踏まえた人材育成（海外とのインターンシップ

や短期交流の促進）。 

○アジア地域における大学教育の質保証の枠組構築に向けて努力。 

(4) 大学院教育の飛躍的な充実 

○従来の大学院振興施策について，２４の学問分野別に計約３５０専攻，専門職

学位課程の８４専攻を対象に，これまでの成果や課題の検証を実施。 

○これを基に，「第２次大学院教育振興施策要綱」(仮称)の策定を視野に，学位プ

ログラムとしての博士課程教育の確立や，世界的な大学院教育拠点の形成等，

今後の新たな施策を検討。 

(5) 質保証を支えるための国公私立大学の健全な発展 

○国際的動向や歴史的経緯を踏まえつつ，国公私立大学の機能と役割を整理。 

○大学に係る基盤的経費及び国公私立大学を通じた大学教育改革の取組の支援

（デュアル・サポート）と，学生への経済的支援。 

・ＧＰ，ＣＯＥの取組に関し，ヒアリングを行い，課題を整理。 

○私立大学の健全な発展のための対応を整理。 

・私学の「自立・発展」「連携・共同」「撤退」といった観点から，きめ細かな

経営相談・支援を充実。 

・私立大学団体による財務・経営情報の公開に関するガイドラインにより，透

明性の一層の向上。 

・私学助成の拡充と，個性・特色ある取組への財政支援。 

○大学の機能別分化を踏まえた施策の充実，各大学の特色を踏まえた評価の検討。 
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大学分科会における審議の経緯 

２０年９月 諮問「中長期的な大学教育の在り方について」 
(1) 社会や学生からの多様なニーズに対応する大学制度・教育 

(2) グローバル化の進展 

(3) 人口減少期における大学の全体像 

２０年１２月 答申「学士課程教育の構築に向けて」 
(1) 「学位授与」「教育課程」「入学者受入れ」の３つの方針の明確化 

(2) そのほか，ＦＤ・ＳＤの重要性，質保証（情報公開を含む），公財政支援 

２１年６月 大学分科会「第一次報告」 

(1) 社会や学生からの多様なニーズに対応する大学制度・教育 

・公的な質保証システム（設置基準，設置認可審査，認証評価の課題） 

・学生支援・学習環境整備の重要性（履修指導・就職支援を含む） 

(2) グローバル化の進展 

・大学の国際競争力の向上 

(3) 人口減少期における大学の全体像 

・機能別分化の促進 

・大学の適正規模の観点からの自主的な組織の見直し 

・大学の適正な発展のための収容定員の取扱いの適正化 

・情報公開の促進（教育活動の情報，財務・経営情報の情報） 

２１年８月 大学分科会「第二次報告」 
(1) 公的な質保証システム 

・設置基準，設置認可審査，認証評価の課題 

・教育情報の公開の促進 

・職業指導（キャリアガイダンス） 

(2) 大学院教育 

(3) 学生への経済的支援 

 

２２年１月 諮問「大学設置基準及び短期大学設置基準の改正について」 

大学分科会「第三次報告」 

 

 

 

 

 

 

 

２２年５月 諮問「大学設置基準等の改正について」(教育情報の公表について) 

 

２２年６月 大学分科会「第四次報告」 

(２２年２月から６月までの審議経過概要を整理) 

（諮問） 

教育課程内外を通じた「社会的・職業的自立」に関する指導等(キャリアガイダ

ンス)」の制度化について 

 

（第三次報告） 

２１年８月から２２年１月までの審議経過概要を整理 
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学校教育法施行規則等の一部を改正する省令について 

【大学等の教育情報の公表の促進】 

 
１．改正趣旨 
 
 中央教育審議会大学分科会においては，大学教育が学位を与える課程（プログラム）として構

成されることに着目した質保証，各大学の個性・特色に基づく機能別分化への支援の観点等から，

大学の質の保証に関する審議を行っている。 
これらの審議を踏まえ，大学等が公的な教育機関として，社会に対する説明責任を果たすとい

う観点から，公表すべき必要な教育情報を法令上明確にする。 
また，大学教育の質を向上させる観点から，学位を与える課程（プログラム）に関する教育情

報の積極的な公表を促進することを法令上明確にする。 

 このため，学校教育法施行規則，大学設置基準等の一部の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

 

Ⅰ． 大学が公的な教育機関であり，社会に対する説明責任を果たすという観点から，次に掲げる教

育研究活動等の状況についての情報を公表するものとし（学校教育法施行規則第１７２条の２を新設），

情報の公表は，適切な体制を整えた上で，広く周知を図ることができる方法によって行うものとする

（同条第３項）。 

一 大学の教育研究上の目的に関すること 

二 教育研究上の基本組織に関すること 

三 教員組織及び教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

四 入学者に関する受入方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業又

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関する

こと 

五 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

六 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

七 校地，校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

八 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

九 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

  

Ⅱ．教育の質の向上を図り，学位を与える課程（プログラム）の情報を積極的に公表する観点から，教

育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報の公表を，努力義務として定める

（同条第２項）。 

※Ⅰ及びⅡの規定は大学院，短期大学についても適用される。また，高等専門学校にも準用する。 
 
Ⅲ． 認証評価において，上記の情報の公表の取組状況が確認されるよう，必要な規定を追加する

（学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第１条の改正）。 
 
Ⅳ． Ⅰ及びⅡに伴い，大学設置基準等の法令について，所要の整理を行う。 

 

３．スケジュール 

 
   公布：平成２２年６月１５日       施行：平成２３年４月１日 
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２２文科高第２３６号

平成２２年６月１６日

各 国 公 私 立 大 学 長

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長

独 立 行 政 法 人 大 学 評 価 ・ 学 位 授 与 機 構 長

独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 理 事 長

独 立 行 政 法 人 大 学 入 試 セ ン タ ー 理 事 長

独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 理 事 長 殿

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長

各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長

大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役

放 送 大 学 学 園 理 事 長

文部科学大臣政務官

高 井 美 穂

(印 影 印 刷)

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について（通知）

このたび，別添のとおり，学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平成２２年

文部科学省令第１５号）が平成２２年６月１５日に公布され，平成２３年４月１日から

施行されることとなりました。

大学等が公的な教育機関として，社会に対する説明責任を果たすとともに，その教育

の質を向上させる観点から，公表すべき情報を法令上明確にし，教育情報の一層の公表

を促進することが，今回の改正の趣旨です。

今回の改正の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので，十分御了知いただ

き，その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。

記

第一 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）の改正の概要と留意点

（１）大学（短期大学，大学院を含む。）は，次の教育研究活動等の状況についての情報

を公表するものとすること。（第１７２条の２第１項関係）
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① 大学の教育研究上の目的に関すること。（第１号関係）

これは，大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２条（本省令によ

る改正前の第２条の２）等に規定されているものであること。その際，大学で

あれば学部，学科又は課程等ごとに，大学院であれば研究科又は専攻ごとに，

短期大学であれば学科又は専攻課程ごとに，それぞれ定めた目的を公表するこ

とや，平成１９年７月３１日付け文部科学省高等教育局長通知「大学設置基準

等の一部を改正する省令等の施行について」で示した事項に留意すること。

② 教育研究上の基本組織に関すること。（第２号関係）

その際，大学であれば学部，学科又は課程等の，大学院であれば研究科又は

専攻等の，短期大学であれば学科又は専攻課程等の名称を明らかにすることに

留意すること。

③ 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。（第３

号関係）

その際，教員組織に関する情報については，組織内の役割分担や年齢構成等

を明らかにし，効果的な教育を行うため組織的な連携を図っていることを積極

的に明らかにすることに留意すること。

教員の数については，学校基本調査における大学の回答に準じて公表するこ

とが考えられること。また，法令上必要な専任教員数を確保していることや，

男女別，職別の人数等の詳細をできるだけ明らかにすることに留意すること。

各教員の業績については，研究業績等にとどまらず，各教員の多様な業績を

積極的に明らかにすることにより，教育上の能力に関する事項や職務上の実績

に関する事項など，当該教員の専門性と提供できる教育内容に関することを確

認できるという点に留意すること。

④ 入学者に関する受入方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，

卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の

状況に関すること。（第４号関係）

その際，これらの情報は，学校基本調査における大学の回答に準じて公表す

ることが考えられること。

就職状況については，働き方が多様となっている状況を踏まえた公表を，各

大学の判断で行うことも考えられること。編入学を実施している場合には，大

学設置基準第１８条第１項の規定を踏まえつつ，編入学定員や実際の編入学者

数を明らかにすることに留意すること。

⑤ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。（第５

号関係）

これらは，大学設置基準第２５条の２第１項等において，学生に明示するこ

ととされているものであること。その際，教育課程の体系性を明らかにする観

点に留意すること。年間の授業計画については，シラバスや年間授業計画の概

要を活用することが考えられること。

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関するこ

と。（第６号関係）

これらは，大学設置基準第２５条の２第２項等において，学生に明示するこ

ととされているものであること。その際，必修科目，選択科目及び自由科目の
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別の必要単位修得数を明らかにし，取得可能な学位に関する情報を明らかにす

ることに留意すること。

⑦ 校地，校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。（第

７号関係）

その際，学生生活の中心であるキャンパスの概要のほか，運動施設の概要，

課外活動の状況及びそのために用いる施設，休息を行う環境その他の学習環境，

主な交通手段等の状況をできるだけ明らかにすることに留意すること。

⑧ 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。（第８号関係）

その際，寄宿舎や学生寮等の宿舎に関する費用，教材購入費，施設利用料等

の費用に関することをできるだけ明らかにすることに留意すること。

⑨ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。

（第９号関係）

その際，留学生支援や障害者支援など大学が取り組む様々な学生支援の状況

をできるだけ明らかにすることに留意すること。

（２）大学は，教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極

的に公表するよう努めるものとすること。その際，大学の教育力の向上の観点から，

学生がどのようなカリキュラムに基づき，何を学ぶことができるのかという観点が

明確になるよう留意すること。（第１７２条の２第２項関係）

（３）（１）による教育情報の公表は，そのための適切な体制を整えた上で，刊行物への

掲載，インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行う

ものとすること。（第１７２条の２第３項関係）

（４）大学の教育情報の公表に関する（１）～（３）について，高等専門学校に準用す

ること。（第１７９条関係）

第二 大学設置基準，高等専門学校設置基準（昭和３６年文部省令第２３号），大学院設

置基準（昭和４９年文部省令第２８号）及び短期大学設置基準（昭和５０年文部省

令第２１号）の改正の概要

教育情報の公表に関する規定が学校教育法施行規則上整備されることに伴い，情報

の積極的な提供に関する規定の削除など，所要の整理を行うこと。

第三 学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定

める省令（平成１６年文部科学省令第７号）の改正の概要

大学の総合的な状況に係る認証評価の大学評価基準に，教育研究活動等の状況に係

る情報の公表に関することが含まれるものとすること。その際，上記第一の改正を踏

まえ，大学評価基準が学校教育法施行規則に適合することとすること。（第１条第１項

第１号及び同条第２項関係）
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第四 施行について

平成２３年４月１日施行とすること。

（本件担当）

【教育情報の公表全般について】

高等教育局大学振興課法規係 電話：03-5253-4111(2493)

【認証評価について】

高等教育局高等教育企画課企画係 電話：03-5253-4111(3681)
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２２文科高第５３１号

平成２２年９月６日

各 国 公 私 立 大 学 長

独 立 行 政 法 人 大 学 評 価 ・ 学 位 授 与 機 構 長

独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 理 事 長

独 立 行 政 法 人 大 学 入 試 セ ン タ ー 理 事 長

大 学 を 設 置 す る 各 地 方 公 共 団 体 の 長 殿

各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 法 人 の 理 事 長

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役

放 送 大 学 学 園 理 事 長

文部科学大臣政務官

高 井 美 穂

(印 影 印 刷)

「新卒者雇用に関する緊急対策」及び「大学の就業力向上プラン」の実施等について

（通知）

政府においては、本年及び来年以降の大学・高校新卒者を取り巻く厳しい情勢を踏ま

え、政府横断的な取組をより強力に推進するため、「新卒者雇用・特命チーム」を設置し、

緊急に取り組むべき対策について検討を行ってきました。

このたび、特に支援が必要な未就職卒業者と来春に卒業する者を主たる対象として緊

急に取り組むべき対策として、別添１のとおり「新卒者雇用に関する緊急対策」（平成２

２年８月３０日新卒者雇用・特命チーム決定）を取りまとめました。

また、新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）の実行計画（工程表）では、「大

学の就業力向上プラン」を早期実施することとされています。

これらを踏まえ、文部科学省は、緊急対応が必要な施策及び今後取り組む施策を「大

学の就業力向上プラン」として別添２のとおりとりまとめました。

各大学におかれては、これらの趣旨について御理解いただき、関係機関との連携を図

りつつ、来春卒業の新卒予定者及び未就職卒業者に対する就職支援の充実や、各大学に

おける就業力育成の取組の充実を図っていただくようお願いします。

なお、就職・採用活動の早期化及び長期化など学生の就職・採用活動をめぐる課題に

ついては、関係省庁と連携の下、その是正に向けた対応を働きかけることとしています。
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就職・採用活動の早期化等の是正については、例年１０月に大学側が「大学、短期大学

及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について」（申合せ）を、企業側が「大学

卒業予定者・大学院修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」（倫理憲章）を合

意・策定していましたが、これらについて関係団体間で早急（９月中）に合意・策定が

なされるよう取り組むこととしています。各大学におかれては、このことについて御承

知おきいただき、学生の学習環境の確保及び学生の就職機会の均等の確保に向けた取組

を進めていただくようお願いします。

（「大学の就業力向上プラン」担当）

【プラン全体について】

高等教育局大学振興課法規係 電話：03-5253-4111(2493)

【特に就業力育成支援について】

高等教育局専門教育課企画係 電話：03-5253-4111(2504)

【特に就職支援について】

高等教育局学生・留学生課法規係 電話：03-5253-4111(3050)
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新卒者雇用に関する緊急対策について  

平成２２年８月３０日 

新卒者雇用・特命チーム 

 

 

Ⅰ．新卒者雇用の現状と課題 

 

（今春卒業の新卒者の就職環境） 

今春の就職内定率は、新規大学卒業者で９１．８％、新規高校卒業

者で９３．９％となっており、特に大学は前年から大きく減少し、こ

こ１０年来で最も厳しい状況にある。また、未就職卒業者は、大学卒

業者で約６．６万人（前年同期２．９万人増）、高校卒業者で約０．９

万人（前年同期０．２万人増）となっており、合わせて約７．５万人

にのぼっている。 

さらに、こうした厳しい就職環境の中、就職をせずに留年等をした

大学生は、対前年比で約１．８万人増加した。 

 

（来春卒業の新卒者の就職状況の見込み） 

こうした中、来春の新卒予定者の就職環境も厳しいことが見込まれ

ている。来春の新規大学卒業者に対する民間企業の求人総数は、前年

比１９．８％のマイナスとなっており、新規高校卒業者の求人数につ

いても大幅に減少する見込みである。 

さらに、円高・株安などの経済情勢の更なる悪化も相まって、来春

の就職内定率は、過去最悪となるおそれもある。 

 

（緊急的対応の必要性） 

従業員規模別の求人倍率を見ると、１０００人以上企業が０．５７

倍であるのに対し、１０００人未満企業は２．１６倍、３００人未満

の中小企業では４．４１倍となるなど、就職市場にはミスマッチが生

じている。また、一方で、中小企業は、新卒者採用について、そのコ

ストや短期間に限られた人数を面接採用するリスク等から、求人に積

極的になれないという問題を抱えている。 

 

別添１
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このため、特に支援が必要な未就職卒業者と来春に卒業する者を主

たる対象として、求人意欲のある中小企業との間で、両方に対する支

援を行いつつ、きめ細かく、丁寧なマッチングを集中的に実施するた

め、緊急に取り組むべき対策を次のとおりとりまとめ、９月初旬から

直ちに取り組むこととする。 

 

 

Ⅱ．新卒者雇用に係る緊急の取組 

 

１．新卒者等に対する相談支援の強化 

 ～ 大学におけるキャリアカウンセラーの倍増等 
 

就職がうまくいかず、ひきこもり等になってしまう若者達も存在す

る。こうした若者達を社会的に孤立化させるのではなく、一人ひとり

に対して、職業的自立・就職の支援から職場定着に至るまで支援を行

っていくことが求められる。 

このため、専門家により、カウンセリングや個々の能力や適性に応

じたきめ細やかな就職支援を受けることのできる体制を整備する。 

 

【具体策】 

○ 面接会・「新卒応援ハローワーク」における臨床心理士等による相

談の導入 

ハローワークが行う面接会や新卒者等が利用しやすい専門の「新

卒応援ハローワーク」において、内定を得られず心理的な問題を抱

える新卒者等に対し、臨床心理士等がそのサポートを行う。 

○ キャリアカウンセラー等の増員 

大学・高等学校におけるキャリアカウンセラー等を増員など、学

生の実態に即した就職支援の強化を図る。 

○ 学生の就業力を向上させるための支援プログラムの充実 

産業界との連携による課題解決型授業など、学生の社会的・職業

的自立に向けた就業力育成のための大学の取組を強化する。 
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２．求人意欲の高い中小企業と新卒者等の集中的なマッチング

の促進 

～ ジョブサポーター倍増による２万人のマッチング 

～ 中小企業１万社をＷｅｂ等を活用してマッチング 
 

求人意欲は強いが、新卒者採用を積極化できない中小企業等につい

て、新卒者等に対して、その魅力を発信し、集中的にマッチングを実

施する。 

また、多人数の就職説明会だけでなく、個人の状況に応じ、少人数

を対象とした丁寧なマッチングを行うことができる体制を整備する。 

さらに、中小企業への就職については、保護者が消極的という面も

あることから、保護者に対しても働きかけを行う。 

 

 

【具体策】 

○ ジョブサポーターによるきめ細かなマッチング 

「大卒・高卒就職ジョブサポーター」を倍増し、雇用情勢の悪い

地域を重点に配置する。これにより、１．５万件の求人を開拓し、

学校と緊密な連携の下、きめ細かな職業相談・職業紹介により、２

万人の正社員就職を実現する。 

○ 「中小企業採用力強化事業」の拡充 

１万件の求人を開拓し、中小企業と学生のマッチングについて、

インターネット求人サイト等を活用して支援する。 

○ 「雇用創出企業」の発掘 

採用意欲があり人材育成に優れる企業を「雇用創出企業」として

ＷＥＢページ等を通じて情報発信する。 

○ 「新卒者就職応援プロジェクト」の拡充 

中小企業において行う長期間のインターンシップについて拡充す

る。 

○ 保護者への働きかけ 

保護者に対し、中小企業への正社員就職の重要性を訴える啓発文

書の送付等の働きかけを行う。 
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３．インターンシップ･トライアル雇用の推進 

 ～ インターンシップ･トライアル雇用を３倍増 
 

新卒者等が、中小企業やその業務内容への具体的なイメージを持ち、

その就職意欲を高めるとともに、中小企業の新卒採用のコストやリス

クを軽減するため、体験雇用（トライアル雇用）や職場実習（インタ

ーンシップ）の機会を大幅に拡充する。また、従来機会の少なかった

留年生や大学４年生等についても、こうした機会を確保する。 

 

 【具体策】 

○ 卒業後３年以内の既卒者に係るトライアル雇用を行う企業への奨

励金の創設 

  卒業後３年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期

で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワー

クにおいて奨励金を支給する。 

○ 多様なインターンシップ機会の提供 

  ハローワークや中小企業団体等において、短期から半年までの多

様なインターンシップ機会を提供する 

○ 京都ジョブパーク方式の全国的展開 

重点分野雇用創造事業を活用し、地方公共団体が主体となって行

う京都ジョブパーク方式等による未就職卒業者のトライアル雇用に

ついて、全国的に展開する。 

○ ＮＰＯ等による雇用の促進 

新卒者等のトライアル雇用やインターンシップにおけるＮＰＯ等

の社会的企業の活用を促進する。 

 

 

４．関係機関の連携による地域の実情に応じた就職支援とワン･

ストップ･サービスの推進 

 ～ 国・地方・労・使・学校による５者協働体制の構築 
 

地域により雇用状況は異なるため、関係機関の連携により、地域の

実情に応じた施策を展開するとともに、新たな拠点を設け、新卒者等

が的確な情報・支援が得られるワン･ストップ･サービスを推進する。 
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また、地域における各種施策に係る情報が新卒者等のみならず、採

用意欲のある中小企業等に届くよう積極的な広報の展開を図る。 

 

【具体策】 

○ 「新卒者就職応援本部（仮称）」の設置 

地域の実情を踏まえた効果的な就職支援を実施するため、ハロー

ワーク、地方公共団体、労働界、産業界、学校等の関係者を構成員

とする「新卒者就職応援本部（仮称）」を、全都道府県労働局に設置

する。 

○ 「新卒応援ハローワーク」を拠点としたワン･ストップ・サービス 

の推進 

全都道府県労働局に新卒者等が利用しやすい専門のハローワーク

を設置し、関係機関が連携したワン･ストップ・サービスを推進する。 

○ 国及び地域における広報の強化 

 

 

５．既卒者の新卒枠での採用促進 

～ 新卒枠を卒業後３年間に拡大 
 

新卒採用枠で既卒者を採用した企業は約５割にとどまっている現状

を踏まえ、少なくとも卒業後３年間は、新卒一括採用の門戸が開かれ

よう、緊急に施策を講じる。 

 

【具体策】 

○ 「青少年雇用機会確保指針」の改正 

雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」を改正し卒業後

３年間は新卒として応募できるようにすることを盛り込み、既卒者

の新卒枠での採用が促進されるよう経済団体等に要請する。 

○ 卒業後３年以内の既卒者を採用する企業への奨励金の創設 

卒業後３年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者

を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて奨励金を支給

する。 
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大学の就業力向上プラン

平成２２年９月
文 部 科 学 省

Ⅰ．趣旨

新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）等を踏まえつつ、我が国の大学が、
大学本来の教育目的に即して、学生が生涯を通じて自立し、幅広い分野で活躍して
いくための就業力の育成を図る取組を、総合的かつ計画的に推進し、成長の原動力
を産み出すことで、社会の活性化と豊かな国民生活の実現に資することを目指す。

Ⅱ．実施期間

平成２２年度から２６年度までの５年間

Ⅲ．取組内容

１．教育課程内外を通じた「社会的・職業的自立に関する指導等（キャリアガイ
ダンス）」の制度の実施

「大学設置基準及び短期大学設置基準の一部を改正する省令（平成２２年２月
２５日文部科学省令第３号）」を踏まえ、各大学における教育課程内外を通じた
社会的・職業的自立に関する指導等への取組及びそのための実施体制の整備を推
進する。その際、大学の取組を画一的なものとせず、各大学の特色等に応じた多
様な取組が推進されるよう留意する。

これにより、すべての大学において、全学的な実施体制の下、学生の就業力育
成に係る取組が展開される環境が整備されるようにする（平成２２年度中に実施）。

大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）

第４２条の２ 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を

向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を

通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるも

のとする。

（公布：平成２２年２月２５日 施行：平成２３年４月１日）

＊ 同趣旨の規定を、短期大学設置基準にも新設。

別添２
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２．教育課程内外を通じた学生の就業力育成に向けた取組の充実

大学の機能別分化を踏まえつつ、各大学において、学生の社会的・職業的自立
に向けて、入学から卒業までの間を通じた全学的かつ体系的な指導等の取組が総
合的に実施されるよう、支援を進める。

（取組例）
○ キャリア志向を高めるための体系的な教育課程の編成や授業科目の設定、

将来の進路を見通した履修指導等を通じた、学生の社会的・職業的自立に向
けた指導等の充実

○ インターンシップ、実習、問題解決型学習等の実践的な教育の充実、課外
活動等を含め学生生活全体を通じて能力の定着を図る取組の推進

○ きめ細かな就職相談や個別カウンセリング、就職情報の提供等の充実
○ これらを実施するための全学的な実施体制の整備

これにより、各大学において、教育課程内外を通じた学生の就業力育成に向け
た取組の充実が図られるようにする（平成２６年度までに実施）。

併せて、インターンシップを実施している大学数及び参加する学生数の増加、
企業規模志向や職業志向のミスマッチの解消を含めた職業観・勤労観の醸成、卒
業者のうち就職も進学もしない者の就職の促進を図る。

また、大学教育の出発点にあたる初年次教育の充実を図る観点から、各大学に
よる入学者受入れ方針の明確化や入学者選抜（AO入試及び推薦入試を含む）にお
ける入学者の状況の適切な把握を推進する。

３．大学院の人材養成機能の強化

「第２次大学院教育振興施策要綱（仮称）」※に沿って、就業力育成の観点を含
め、大学院教育の充実に係る取組への支援方策を体系的に実施するとともに、多
様なキャリアパスの構築に向けた産学間のマッチングの促進等を通じ、大学院生
の就業を促進する。

※新成長戦略において、平成２２年度中に策定することとされている。今後、中央教育

審議会での検討等を踏まえ、平成２３年度から２７年度の大学院教育関係施策の方針

として策定する予定。

（取組例）
○ 人材養成目的や修得すべき知識・能力の内容の明確化と、これに沿ったコ

ースワークから研究指導へ有機的なつながりを持った体系的な大学院教育の
確立
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○ 大学院教育に関し産学が継続的に協議する機会の充実等を通じた産学連携
による博士課程教育の強化と、大学等に加え企業や試験研究機関等の社会の
多様な場へのキャリアパスの確立

○ 語学・コミュニケーション能力を備え、高い国際感覚を持ったグローバル
人材の養成

○ 大学院生（特に博士課程学生）への就職支援の強化

これにより、大学院を置く各大学において、大学院生の就業力育成に向けた取
組の充実が図られるようにする（「第２次大学院教育振興施策要綱（仮称）」と連
携しつつ、平成２６年度までに実施）。この中で、新成長戦略に掲げられた「理
工系博士課程修了者の完全雇用」の進捗を促す。

４．就職支援体制の充実

最近の厳しい雇用情勢を受け、各大学における学生の実態に即した就職支援体
制の充実を図る観点に立って、就職相談部門の強化や相談・支援スタッフの確保
等の取組に係る支援を進める。

（取組例）
○ 就職相談員の配置、就職情報ネットワークの強化
○ ハローワーク等学外関係機関との連携によるきめ細かな就職情報の提供
○ 既卒者・就職留年生等への就職支援体制等の強化（相談員等の増員、地方

大学への支援）

これにより、各大学におけるきめ細かな就職支援体制の強化を促進する（平成
２６年度までに実施）。

５．就業力育成等に係る産学連携等の推進

関係省庁と連携しつつ、人材育成の強化に向けた産学間の協議を充実し、個人
の学修成果が様々な場で適切に評価・活用される仕組みづくりを推進する。

（推進例）
○ 人材育成の強化、起業力の育成等に向けた産学間の協議の充実（産学人材

育成パートナーシップ※の議論等の成果を踏まえつつ、様々な企業との対話
の場を活用）

○ 個人の学修成果が様々な場で評価され、活用される仕組みの充実（履修証
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明書（サーティフィケート）の制度※※を活用しつつ、学校種を超え、産業界
・地方公共団体等とも連携した仕組みを推進）
※人材育成に関し大学と産業界の連携・協力を強化するため、産学が連携して双方の対

話と取組の場として、平成１９年１０月より開催。産学の横断的課題や業種・分野的

課題等について幅広く議論を行っている。

※※学校教育法の改正により、平成１９年１２月より新たに制度化（学校教育法第105条）。

大学が、社会人など当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、修了

者に対し履修証明書を交付できることとした。

これにより、学生が身に付けた就業力がより実効性あるものとなる環境の充実
を目指す（平成２６年度までに実施）。特に、地域の就業構造等を踏まえつつ、
産業界・地方公共団体等と連携し、就業やキャリアアップに資する履修証明プロ
グラムの充実を推進する。また、キャリア段位制度（日本版NVQ構想）※※※と大学
等との連携の検討など、大学教育の成果が社会で活かされる仕組みを推進する。

※※※新成長戦略で示された、職業能力を分野・レベル毎に明らかにする新しい枠組み。

加えて、就職環境の改善に向けて、関係省庁や産業界等との連携の下、卒業後
３年間は新卒扱いとするなど新卒一括採用等の就職慣行の見直しや、就職・採用
活動の早期化・長期化の是正に向けた対応を働きかける。

Ⅳ．取組の評価

本プラン及び本プランに係る各取組については、進捗状況や社会的・経済的状況
の変化等を踏まえて、必要に応じて見直しを行う。
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《《将来像将来像》》

全ての大学生が労働市場や様々な社会活動に参加・活躍できる社会全ての大学生が労働市場や様々な社会活動に参加・活躍できる社会

→質の高い高等教育を受けることにより、社会実践的な就業力を向上
※就業力：社会的・職業的自立ができるような知識・技能・能力

■教育課程内外を通じた「社会的・職業的自立に関する指導等（キャリア
ガイダンス）」の制度の実施（平成２３年度より）

教育課程内外を通じた社会的・職業的自立に関する指導等への取組、及びその
ための実施体制の整備を推進。

■教育課程内外を通じた学生の就業力育成のための取組の充実

学生の社会的・職業的自立に向けて、入学から卒業までの間を通じた全学的かつ
体系的な指導等の取組が総合的に実施されるよう、支援を進める。

■大学院の人材養成機能の強化

「第２次大学院教育振興施策要綱（仮称）」に沿って、就業力育成の観点を含め、
大学院教育の充実に係る取組への支援方策を体系的に実施。多様なキャリアパス
の構築に向けた産学間のマッチングの促進等を通じ、大学院生の就業を促進。

■就職支援体制の充実

最近の厳しい雇用情勢を受け、各大学における学生の実態に即した就職支援体
制の充実を図る観点に立って、就職相談部門の強化や相談・支援スタッフの確保等
の取組に係る支援を進める（既卒者・就職留年生等への就職支援体制等の強化な
ど）。

大学の就業力向上プラン（概要）

■就業力育成等に係る産学連携等の推進

関係省庁と連携しつつ、人材育成の強化に向けた産学間の協議を充実し、個人
の学修成果が様々な場で適切に評価・活用される仕組みづくり（キャリア段位制度
「日本版NVQ」の検討等）を推進。

就職環境の改善に向けて、関係省庁や産業界等との連携の下、卒業後３年間は
新卒扱いとするなど新卒一括採用等の就職慣行の見直しや、就職・採用活動の早
期化・長期化の是正に向けた対応を働きかける。

（実施期間：平成２２年度から２６年度までの５年間）
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59 19.8% 6 20.0%

34 11.4% 5 16.7%

138 46.3% 12 40.0%

0 0.0% 0 0.0%

0 0.0% 0 0.0%

34 11.4% 4 13.3%

32 10.7% 2 6.7%

1 0.3% 1 3.3%

0 0.0% 0 0.0%

91 30.5% 8 26.7%

35 11.7% 6 20.0%

172 57.7% 16 53.3%

平成２２年度　大学教育・学生支援推進事業　大学教育推進プログラム　申請・選定状況

100.0%

割合

76.7%

13.3%

10.0%

100.0%

3

国　　　　　　立

割合

77.5%

11.4%

11.1%

国　　　　　　立

国　　　　　　立

公　　　　　　立

私　　　　　　立

高等専門学校

私　　　　　　立

23

合　　　　　　計

4短　期　大　学

33

公　　　　　　立

国　　　　　　立

公　　　　　　立

私　　　　　　立

選定件数

大　　　　　　学

学　校　種　別

30

公　　　　　　立

私　　　　　　立

298

申請件数

231

34
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平成23年度文部科学省概算要求・要望のポイント

○「強い人材」実現のためには、国民全員に質の高い教育を受ける機会を
保障し、様々な分野において厚みのある人材層の形成が必要

○そのため、
・小学校１・２年生における３５人学級の実現
・教育費負担の軽減
（高校生に対する給付型奨学金事業の創設、大学等奨学金事業・授業料減免等の充実 等）

・世界最高水準の高等教育を支える基盤的経費の拡充
・安全で質の高い学校施設の整備
など、各教育段階において、すべての子どもが希望する教育を受け、人生
の基盤となる力を培うとともに、将来の日本、世界を支える人材を育成す
るための施策に重点化

○「強い人材」実現のためには、国民全員に質の高い教育を受ける機会を○「強い人材」実現のためには、国民全員に質の高い教育を受ける機会を
保障し、様々な分野において厚みのある人材層の形成が必要保障し、様々な分野において厚みのある人材層の形成が必要

○そのため、○そのため、
・小学校１・２年生における３５人学級の実現・小学校１・２年生における３５人学級の実現
・教育費負担の軽減・教育費負担の軽減
（高校生に対する給付型奨学金事業の創設、大学等奨学金事業・授業料減免等の充実（高校生に対する給付型奨学金事業の創設、大学等奨学金事業・授業料減免等の充実 等）等）

・世界最高水準の高等教育を支える基盤的経費の拡充・世界最高水準の高等教育を支える基盤的経費の拡充
・安全で質の高い学校施設の整備・安全で質の高い学校施設の整備
など、各教育段階において、すべての子どもが希望する教育を受け、人生など、各教育段階において、すべての子どもが希望する教育を受け、人生
の基盤となる力を培うとともに、将来の日本、世界を支える人材をの基盤となる力を培うとともに、将来の日本、世界を支える人材を育成す育成す
るるための施策に重点化ための施策に重点化

○「元気な日本復活特別枠」を活用し、我が国の成長の原動力で
ある「強い人材」を実現し、国民の未来に対する希望につなが
る施策を要求・要望

○また、「人生前半の社会保障」としての教育や知的創造性の育
成、ハードから人（ヒューマン）・知恵（ソフト）への転換や
「新しい公共」の実現などを重視

○一方、全ての事業にわたり、事業仕分けや行政事業レビューを
はじめとした点検結果を踏まえ、積極的な見直しを実施
〔対平成22年度 △1,226億円を概算要求に反映〕

○「元気な日本復活特別枠」を活用し、我が国の成長の原動力で○「元気な日本復活特別枠」を活用し、我が国の成長の原動力で
ある「強い人材」を実現し、国民の未来に対する希望にある「強い人材」を実現し、国民の未来に対する希望につなつながが
るる施策を要求・要望施策を要求・要望

○また、「人生前半の社会保障」としての教育や知的創造性の育○また、「人生前半の社会保障」としての教育や知的創造性の育
成、ハードから人（ヒューマン）・知恵（ソフト）への転換や成、ハードから人（ヒューマン）・知恵（ソフト）への転換や
「新しい公共」の実現などを重視「新しい公共」の実現などを重視

○一方、全ての事業にわたり、事業仕分けや行政事業レビューを○一方、全ての事業にわたり、事業仕分けや行政事業レビューを
はじめとした点検結果を踏まえ、積極的な見直しを実施はじめとした点検結果を踏まえ、積極的な見直しを実施
〔〔対平成対平成2222年度年度 △△1,2261,226億円を概算要求に反映億円を概算要求に反映〕〕

〈文教関係予算のポイント〉〈〈文教関係予算のポイント文教関係予算のポイント〉〉

文部科学省要求・要望額文部科学省要求・要望額文部科学省要求・要望額

対 前 年 度
増 △ 減 額 増△減率

4兆2,419億円 4兆4,429億円 2,011億円 4.7%

平 成 23 年 度
要 求 ・ 要 望額

区 分
平 成 22 年 度
予 算 額

文 教 関 係 予 算

対 前 年 度
増 △ 減 額 増△減率

5兆5,926億円 5兆8,348億円 2,422億円 4.3%

5兆5,926億円 4兆9,720億円 △6,206億円 -

- 8,628億円 8,628億円 -

※文部科学省「要望」基礎額：5,090億円

区 分
平 成 22 年 度
予 算 額

平 成 23 年 度
要 求 ・ 要 望額

文 部 科 学 省 予 算

う ち 要 求 額

う ち 要 望 額

概算要求・要望に関する基本方針概算要求・要望に関する基本方針概算要求・要望に関する基本方針
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○公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金 3,933 億円（前 同）
・家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会
をつくるため、公立高校の授業料を無償にするとともに、高等学校等就学支援金(※)

を支給することにより、家庭の教育費負担を軽減する
※年額118,800円を上限とするが、低所得世帯については、所得に応じて59,400円～118,800円を加算して支給

○高校生に対する給付型奨学金事業の創設 122億円（新 規）
・全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の生徒に対して、
授業料以外の教育費負担を軽減するための給付型奨学金を支給する都道府県に対して
所要額を交付する
◇低所得世帯の生徒(年収約350万円未満:約50万人)に対する給付

支給額：教科書等図書費相当額(18,300円)
◇特定扶養控除見直しに伴って負担増となる生徒に対する給付

対 象：定時制・通信制高等学校(公立)約11万人、特別支援学校(高等部)約5万人
※非課税世帯を除く

支給額：24,500～62,000円

○幼稚園就園奨励費補助 212億円（ 8億円増）
・保護者負担の軽減等を図るため、私立幼稚園における補助単価を引き上げ
市町村民税所得割課税額(183,000円以下)世帯:補助単価43,600円→47,600円(4,000円増)

初等中等教育の充実

○義務教育費国庫負担金 1兆6,027億円（89億円増）
・新・教職員定数改善計画（案）[平成23～30年度までの8ヵ年計画(改善総数：51,800人
(少人数学級推進分))]の初年度分として、小学校１・２年生における３５人学級を実現
するため、８，３００人の教職員定数の改善を図る

小学校１・２年生の３５人学級の実現 ７，８００人
３５人学級の実現に伴う教職員配置の充実 ５００人
（副校長・教頭、生徒指導（進路指導）担当教員、事務職員の配置の充実）

○全国的な学力調査の実施 37億円（ 4億円増）
・抽出調査(抽出率約30%)及び希望利用方式により調査実施
・平成24年度調査から、対象教科を追加して実施することができるよう準備を行う

○公立学校施設の耐震化等の推進 2,192億円（1,161億円増）
・児童生徒が一日の大半を過ごし、非常災害時には地域住民の応急避難場所ともなる学校
施設の安全性を確保するため、地方公共団体の要望に沿った耐震化整備を行う。また、
耐震化と併せて老朽化対策・エコ化の一体的な整備を推進

《耐震化事業約5,200棟 耐震化率81%→85%》

○未来を拓く学び・学校創造戦略 20億円（新 規）
・情報通信技術を活用した教育の可能性に関する実証研究や、学校と地域の新しい共助
の在り方の検討などを行う。
◇学びのイノベーション事業 18億円（新 規）
子どもたち一人一人の能力や特性に応じた学び、子ども同士が教え合い学び合う協働
的な学びを創造するため、デジタル教科書・教材や校務の情報化の在り方等、教育面
での様々な課題について実証研究等を行う。

◇「新しい公共」型学校創造事業 2億円（新 規）
学校と地域の新しい共助の在り方の検討を行い、コミュニティ再生の拠点ともなり得
る「新しい公共」型学校(地域コミュニティ学校)のモデルの構築等を行う。
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大学教育等の充実と教育の質保証

多様な人材を育む私学の支援

○国立大学法人等施設の整備 503億円（前 同）
〔他に、財政融資資金 423億円(35億円増)〕

・喫緊の課題である施設の耐震化やエコ化の推進､最先端研究環境の整備､大学附属病院の
再生など、国立大学法人等施設の重点的･計画的整備を支援

○高度医療人材の養成と大学病院の機能強化 69億円( 1億円増)
・がん専門医療人など高度な専門医療人の養成や周産期医療環境の充実を支援するととも
に、医療クラーク等の導入や医療スタッフの養成を支援

○大学等奨学金事業の充実 1,440億円（131億円増）
※事業費 1兆1,003億円(948億円増)

・無利子奨学金の貸与基準を満たしながら貸与を受けられていない者の解消など抜本的に拡充
◇貸与人員 118万人→131万人（12.4万人増）

無利子 34.9万人→38.6万人(3.7万人増)※前年度増員数の約8倍
有利子 83.4万人→92.1万人(8.7万人増)

◇残存適格者の解消（学部等：2.3万人増、大学院：0.3万人増）
◇学力基準の緩和(成績上位1/3から2/5へ〈５ヵ年計画：１年目は0.65万人増〉)
◇大学院生の業績優秀者免除制度の拡大(0.9万人規摸(3割)→1.2万人規摸(4割))

○国立大学法人運営費交付金 1兆1,909億円（324億円増）
・我が国の人材養成・学術研究の中核である各国立大学法人等が安定的・継続的に教育

研究活動を実施できるよう、授業料免除枠の拡大、附属病院に対する支援の充実など
を通じ、大学運営に必要な基盤的経費である国立大学法人運営費交付金を拡充
◇授業料免除枠の拡大 免 除 率：6.3%→8.4%(博士課程:12.5%) 58億円増

免除者数：約3.7万人→約4.8万人
※今後3年間で授業料免除率を過去最大の水準(12.5%(博士課程は25%))まで段階的に引上げ

◇特別なニーズを抱える学生の受入れ支援強化 26億円増
◇新成長戦略の実現に資する新たな教育研究プロジェクトの推進 100億円(新規)
◇ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを担う国立大学附属病院の教育研究の充実強化 100億円(新規)
◇サポート体制の強化による教育研究設備の有効活用の促進 165億円増 など

○大学の世界展開力強化事業等 64億円（新 規）
・「キャンパス・アジア」構想の牽引役となる交流拠点の形成や米国等の大学との協働
教育プログラムの開発を支援(30億円)

・学生の交流経費を支援することで、日本人学生とアジア・米国等の外国人学生の双方向
交流を推進(34億円) 受入れ：7,000人 派遣：7,000人

○私立大学等経常費補助 3,329億円（108億円増）
・授業料減免の充実、私立大学等の質の高い教育研究活動及びマネジメント改革を支援す
るため、従来の一般補助と特別補助を抜本的に組み替えるとともに、基盤的経費を拡充
◇授業料減免の拡大（約3.3万人(約1.5%)→約4.1万人(約2.0%)） 11億円増

○私立高等学校等経常費助成費等補助 1,011億円（ 13億円増）
・私立高等学校等の教育条件の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全
性の向上を図り、各学校の特色ある取組を支援

○私立学校施設・設備整備費 173億円（ 3億円増）
・耐震性の低い校舎等を中心とした耐震補強のほか、新たに耐震性の低い校舎等の改築
に対する支援を行うとともに、教育研究機能の高度化のための施設・設備整備を推進

○博士課程教育リーディングプログラム 52億円（新 規）
・国内外の優秀な教員と学生を結集し、産業界等との連携の下で、国際標準の博士課程教
育を実施する「リーディング大学院」の形成を支援し、成長分野などで世界を牽引する
リーダーを養成（２０件）

〈2.8%増〉

〈3.3%増〉
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○｢スポーツコミュニティの形成促進｣と｢トップアスリートの育成・強化｣の
一体的推進による人材の好循環の実現をはじめ、今後概ね10年間のスポー
ツ政策の基本的な方向性を示す「スポーツ立国戦略」を推進することを目
指す

○｢スポーツコミュニティの形成促進｣と｢トップアスリートの育成・強化｣の
一体的推進による人材の好循環の実現をはじめ、今後概ね10年間のスポー
ツ政策の基本的な方向性を示す「スポーツ立国戦略」を推進することを目
指す

〈スポーツ関係予算のポイント〉〈〈スポーツ関係予算のポイントスポーツ関係予算のポイント〉〉

〈文化・芸術関係予算のポイント〉〈〈文化・芸術関係予算のポイント文化・芸術関係予算のポイント〉〉

○新たな文化芸術立国の実現に向けて、「豊かな文化芸術の創造と人材育
成」「我が国のかけがえのない文化財の保存・活用・継承」「我が国の
優れた文化芸術の発信・国際文化交流の推進」により、過去から未来へ
受け継がれ、人々に大きな喜びや感動、心の豊かさや安らぎをもたらす
心の資産である文化芸術の振興を推進

○新たな文化芸術立国の実現に向けて、「豊かな文化芸術の創造と人材育○新たな文化芸術立国の実現に向けて、「豊かな文化芸術の創造と人材育
成」「我が国のかけがえのない文化財の保存・活用・継承」「我が国の成」「我が国のかけがえのない文化財の保存・活用・継承」「我が国の
優れた文化芸術の発信・国際文化交流の推進」により、過去から未来へ優れた文化芸術の発信・国際文化交流の推進」により、過去から未来へ
受け継がれ、人々に大きな喜びや感動、心の豊かさや安らぎをもたらす受け継がれ、人々に大きな喜びや感動、心の豊かさや安らぎをもたらす
心の資産である文化芸術の振興を推進心の資産である文化芸術の振興を推進

○優れた舞台芸術・メディア芸術等の戦略的発信 47億円(11億円増)
・舞台芸術やメディア芸術の海外への発信、若手クリエイター招へいなど「ソフト・
ヒューマン支援」の充実や、中核的国際芸術フェスティバルに対する支援などにより、
我が国の文化芸術の一層の振興を図るとともに、文化芸術の戦略的発信及びコンテン
ツ・観光産業の振興を推進

○文化芸術による次世代人材育成プロジェクト 67億円(新 規)
・先端的メディア技術に対応できる若手クリエイター育成や分野の枠を超えた育成公演
など戦略的な新進芸術家の育成、一流の文化芸術団体や芸術家を活用した創造性豊か
な子どもの育成により、創造的な産業育成と新たな雇用を創出
※次代を担う子どもの文化芸術体験事業 約4,000件

○文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 85億円(新 規)
・重要文化財等の公開活用、史跡等の復元・公開、地域に伝わる伝統芸能等の継承・公
開など、地域の特色ある総合的な取組を積極的に支援し、地域の文化遺産を活かした
観光振興・地域活性化を推進

対 前 年 度
増 △ 減 額 増△減率

1,020億円 1,052億円 32億円 3.1%

区 分
平 成 22 年 度
予 算 額

平 成 23 年 度
要 求 ・ 要 望額

文 化 ・ 芸 術 関 係 予 算

対 前 年 度
増 △ 減 額 増△減率

227億円 238億円 11億円 4.8%ス ポ ー ツ 関 係 予 算

区 分
平 成 22 年 度
予 算 額

平 成 23 年 度
要 求 ・ 要 望額

○元気な日本スポーツ立国プロジェクト 54億円(新 規)
・スポーツコミュニティ形成促進 27億円
-トップアスリート等を配置した拠点クラブを育成(目標300ヵ所)し、地域スポーツを支援
-アスリート等を「小学校体育活動コーディネーター」として学校へ派遣
などを通じて「新しい公共」を担うコミュニティの形成を促進(66ヵ所)

・マルチサポートを通じたトップアスリートの育成・強化 27億円
-スポーツ医・科学を活用したトータルサポートの実施
-日本の科学技術を活かした最先端の競技用具等の研究開発
-女性のﾗｲﾌｻｲｸﾙに着目し、男女の性差を踏まえた最適ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ法やｺｰﾁﾝｸﾞなどの研究開発
を通じて、トップアスリートの能力を最大限に引き出し、国際競技力の向上を図る
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○我が国が「知恵」と「人材」のあふれる国となるよう、成長を支えるプ
ラットフォームであり、ソフトパワーの源泉となる科学技術の振興を図
り、世界最高水準の研究開発力の実現を目指すとともに、感染症対策、
地球温暖化などの人類共通の課題の克服に貢献し、未来に向けて世界の
繁栄を切り拓く

○そのため、新成長戦略のほか、検討中の第４期科学技術基本計画等も踏
まえつつ、
・ライフ及びグリーン・イノベーションの推進
・成長を牽引する科学技術人材の育成・支援
・成長の源泉たる基礎研究や研究インフラの充実強化
・イノベーションを生み出す研究開発システムの強化
・大型プロジェクトの推進と科学技術外交の展開
などの施策を一体的に推進

○その際、民間資金の活用や研究者の負担軽減、研究費の効率的使用のた
めの制度改善等もあわせて実施し、政策効果の拡大を図る

○我が国が「知恵」と「人材」のあふれる国となるよう、成長を支えるプ○我が国が「知恵」と「人材」のあふれる国となるよう、成長を支えるプ
ラットフォームであり、ソフトパワーの源泉となる科学技術の振興を図ラットフォームであり、ソフトパワーの源泉となる科学技術の振興を図
り、世界最高水準の研究開発力の実現を目指すとともに、感染症対策、り、世界最高水準の研究開発力の実現を目指すとともに、感染症対策、
地球温暖化などの人類共通の課題の克服に貢献し、未来に向けて世界の地球温暖化などの人類共通の課題の克服に貢献し、未来に向けて世界の
繁栄を切り拓く繁栄を切り拓く

○そのため、新成長戦略のほか、検討中の第４期科学技術基本計画等も踏○そのため、新成長戦略のほか、検討中の第４期科学技術基本計画等も踏
まえつつ、まえつつ、
・ライフ及びグリーン・イノベーションの推進・ライフ及びグリーン・イノベーションの推進
・成長を牽引する科学技術人材の育成・支援・成長を牽引する科学技術人材の育成・支援
・成長の源泉たる基礎研究や研究インフラの充実強化・成長の源泉たる基礎研究や研究インフラの充実強化
・イノベーションを生み出す研究開発システムの強化・イノベーションを生み出す研究開発システムの強化
・大型プロジェクトの推進と科学技術外交の展開・大型プロジェクトの推進と科学技術外交の展開
などの施策を一体的に推進などの施策を一体的に推進

○その際、民間資金の活用や研究者の負担軽減、研究費の効率的使用のた○その際、民間資金の活用や研究者の負担軽減、研究費の効率的使用のた
めの制度改善等もあわせて実施し、政策効果の拡大を図るめの制度改善等もあわせて実施し、政策効果の拡大を図る

〈科学技術予算のポイント〉〈〈科学技術予算のポイント科学技術予算のポイント〉〉

○再生医療の実現化プロジェクト 40億円(16億円増)
・ｉＰＳ細胞等幹細胞を用いた研究開発について、厚生労働省との協働により、臨床研
究までの一貫した支援を実施し、早期の再生医療の実現化を図る

○次世代がん研究戦略推進プロジェクト 38億円(新 規)
・次世代のがん医療の確立に向けて、がんについての革新的な基礎研究の成果を戦略的
に育成し、臨床応用を目指した研究を加速

○脳科学研究戦略推進プログラム 38億円(14億円増)
・うつ病や認知症といった精神・神経疾患の克服に向けて、これらの疾患の仕組みを明
らかにするための脳科学研究等を推進

○大学発グリーン・イノベーション創出事業 50億円(新 規)
・大学が有する教育・研究から実証・国際展開までの幅広いポテンシャルを活用し、グ
リーン・イノベーションによる成長に向けた取組を総合的に推進
◇ｸﾞﾘｰﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｵﾌﾞ･ｴｸｾﾚﾝｽ（GRENE）の構築 ＜技術と人材の国際競争力強化＞
◇緑の知の拠点事業 ＜大学のｷｬﾝﾊﾟｽを活用した環境ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の総合的な実証＞
◇人材を通じた我が国の環境技術の国際展開
＜国際的人材ﾈｯﾄﾜｰｸを活用した産学連携による技術の国際展開＞

○先端的低炭素化技術開発 45億円(20億円増)
・抜本的な温室効果ガスの削減に向け、従来の延長線上にない新たな科学的・技術的知
見に基づいた革新的技術の研究開発を最長１０年間、集中的に支援

ライフ及びグリーン・イノベーションの推進

対 前 年 度
増 △ 減 額 増△減率

1兆 344億円 1兆 761億円 416億円 4.0%科 学 技 術 予 算

区 分
平 成 22 年 度
予 算 額

平 成 23 年 度
要 求 ・ 要 望額
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○「明日に架ける橋」プロジェクト 147億円(53億円増)
・関係投資機関との連携等により民間資金を活用し、研究開発の「死の谷」を克服

◇産学共創基礎基盤研究 ＜産学による共創の場の構築＞
◇事業化ﾌｧｽﾄﾄﾗｯｸ･ｼｽﾃﾑ ＜関係投資機関と連携した実用化研究支援＞
◇知財活用促進ﾊｲｳｪｲ ＜知財ﾌｧﾝﾄﾞとの連携等による大学等の特許の活用促進＞ 等

○イノベーション成長戦略実現支援プログラム 20億円(新 規)
・地域の主体的かつ優れた構想に対して、大学等の研究段階から事業化までをシームレ
スに展開できるよう、関係府省の施策を総動員できるシステムを構築

○科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策における政策のための科学の推進 10億円(新 規)
・「客観的根拠に基づく政策形成」の実現に向け、科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策における「政
策のための科学」のための体制・基盤の整備や、研究の推進及び人材の育成を実施

イノベーションを生み出す研究開発システムの強化

○テニュアトラック普及・定着事業 27億円(新 規)
・新たなキャリアパスとして、テニュアトラック制（公正に選抜された若手研究者が安
定的な職を得る前に自立的研究環境で経験を積む仕組み）を位置付ける大学等を支援

○頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣事業 20億円(新 規)
・未開拓の課題に挑戦する若手研究者の組織的・戦略的な海外派遣を支援

○特別奨励研究員事業 ５億円(新 規)
・特に優れた若手研究者に対し、自由度の高い奨励金を給付

○ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰを育成・確保するｼｽﾃﾑの整備 ５億円(新 規)
・研究ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人材（ﾘｻｰﾁ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ）の養成と定着を支援し、研究者の負担を軽減

成長を牽引する科学技術人材の育成・支援

○科学研究費補助金 2,100億円(100億円増)
・研究者の自由な発想に基づく研究(学術研究)を支援。特に若手研究者のﾁｬﾚﾝｼﾞ機会を
拡充すると共に、基金化など研究費の複数年度執行を可能とする仕組みの導入を検討

○戦略的創造研究推進事業 510億円( ５億円増)
・国が定めた戦略目標の下、ﾊﾞｰﾁｬﾙｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄを構成し、課題解決型の基礎研究を推進

○革新的ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝﾌﾗ（HPCI）の構築 398億円(170億円増)
・ライフ及びグリーン・イノベーション等の創出基盤として、次世代スパコン「京」を
中核とし、多様なユーザーニーズに応えるHPCIを構築するとともに、その利用を推進

成長の源泉たる基礎研究や研究インフラの充実強化

○宇宙分野の研究開発・利用の推進と国際展開 1,909億円(100億円増)
・はやぶさ2やHTV-R等の最先端宇宙科学･技術による国際社会でのﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ確立、地球観
測衛星網の構築やﾃﾞｰﾀ利用の促進、国際人材育成等により宇宙ｼｽﾃﾑの世界展開を推進

○原子力分野の研究開発・利用の推進と国際展開 2,197億円( ２億円増)
・高速増殖炉ｻｲｸﾙ技術や核融合等の原子力研究開発・利用を推進するとともに、我が国
の優れた３Ｓ（安全・核不拡散・核ｾｷｭﾘﾃｨ）の特性を活かし、技術の世界展開を推進

○国際科学技術共同研究協力推進事業 42億円( ８億円増)
・地球規模課題の解決につながる国際共同研究や先端科学技術分野での国際協力など、
科学技術外交の戦略的展開を支援

大型プロジェクトの推進と科学技術外交の展開
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医学教育に関する
全国的な拠点として
の活動を期待

平成２１年度　教育関係共同利用拠点認定一覧（第一次公募分）

四国地域の中核拠
点としての活動を期
待

東北地域の中核拠
点としての活動を期
待

障害者教育に関す
る全国的な拠点とし
ての活動を期待

看護学教育に関す
る全国的な拠点とし
ての活動を期待

認定の観点

遠隔教育による日
本語教育の全国的
な拠点としての活動
を期待

熱帯・亜熱帯水域に
おける洋上教育の
拠点としての活動を
期待

関西地域の中核拠
点としての活動を期
待

筑波技術
大学

村上　芳則

※認定期間は，すべて平成22年4月1日～平成27年3月31日（5年間）である。

岐阜大学

障害者高等教育拠点

医学教育共同利用拠点

齋藤　康

森　秀樹

千葉大学大学院
看護学研究科附属
看護実践研究指導

センター

岐阜大学
医学教育開発
研究センター

愛媛大学教育・
学生支援機構
教育企画室

東北大学
高等教育開発
推進センター

筑波技術大学
障害者高等教育
研究支援センター

松本　紘

柳澤　康信

井上　明久

大学の教職員の
組織的な研修等

の実施機関

京都大学 相互研修型FD共同利用拠点

東北大学
国際連携を活用した大学教育
力開発の支援拠点

千葉大学 看護学教育研究共同利用拠点

愛媛大学 教職員能力開発拠点

京都大学高等教育
研究開発推進

センター

練習船 鹿児島大学
熱帯・亜熱帯水域における洋
上教育のための共同利用拠点

鹿児島大学
水産学部
附属練習船
かごしま丸

吉田　浩己

日本語教育
センター

筑波大学
日本語・日本事情遠隔教育拠
点

拠点類型 申請大学 拠点名施設名学長名

山田　信博
筑波大学留学生

センター
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発達の段階に応じた体系的なキャリア教育の在り方について

社会的・職業的自立に必要な能力等を

育成するため、キャリア教育の視点に

立ち、社会・職業との関連を重視しつ

つ、義務教育から高等教育までの体系

的な教育の改善・充実

我が国の発展のために重要な役割を

果たす職業教育の意義を再評価し、

実践的な職業教育を体系的に整備

学びたい者が、いつでも、職業に関

する能力の向上や職業の変更等が可

能となるよう、生涯学習の視点に立

ち、キャリア形成支援を充実

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について
ー 第二次審議経過報告のポイント ー

基
本
的
方
向
性

学校から社会・職業への移行や社会人・職業人としての自立の課題は、社会全体を通じた構造的な課題

学校から社会・職業への移行が円滑にできていないことに顕在化
若年者は、完全失業率（約７％）、非正規雇用率（約３０％）、無業者（約６０万人）、新規学卒者の早期離職（高卒５割、大学等卒４割）など困難な状況

※ 学校教育の改善・充実には、学校の努力はもちろん必要だが、保護者、地域、企業など社会全体がそれぞれの役割を担い、相互に協力して子ども・若者を支えることが必要

後期中等教育における充実方策

基本的な考え方

• キャリア形成に共通して必要な能力・態度の育成等

を後期中等教育修了までの目標としたキャリア教育

の充実

• 職業への円滑な移行準備、専門性をいかした自己の

将来性を広げる職業教育の充実

• 今後、キャリア教育・職業教育に関する議論を踏ま

え、高等学校教育全般の在り方について検討が必要

高等学校における充実

• キャリア形成に必要な能力・態度の育成や知識等の

理解などキャリア教育で取り組むべき学習の観点を

明確化

• キャリア教育を行う時間の明確化（教科・科目等の

中核となる時間の明確化の検討）

• 成長分野等の人材を育成する専門学科の重点的整備

と地域ネットワーク化

• 実務経験者の教員等職業教育に関する指導力の向上

• 総合学科の多様な学習を支える教員、施設・設備等

の整備

専門的な知識・技能の高度化への対応と制度の改

善の方向性

• 高校・特別支援学校高等部の専攻科の在り方と高等

教育機関との接続（設置基準の明確化、専攻科の学

修の大学等における単位認定・編入学の検討）

特別支援学校高等部における充実

専修学校高等課程（高等専修学校）における充実

高等教育における充実方策

キャリア教育の推進方策

• 各高等教育機関における、キャリア教育の方針の明確化と、教育

課程内外を通じた体系的・総合的なキャリア教育の推進

• 大学・短大では、教育課程内外を通じた社会的・職業的自立

に向けた指導等に取り組む体制整備及び取組の実施

職業教育の充実

• 各高等教育機関の役割・機能を明確化し、養成する人材像に

応じた職業教育の充実を促進

• 大学・短大は、各学校の機能別分化と人材養成目的を明確化、

これを踏まえた職業教育を充実

• 高等専門学校は、専攻科の位置付けの明確化と大学院との接

続・修了者への学位授与の円滑化について検討

• 専門学校は、単位制専修学校や通信制学科の制度化の検討

職業実践的な教育に特化した枠組みの検討

• 職業実践的な学校教育を通じて人材育成・キャリア形成を行うため

の新たな枠組みの整備を検討する必要

• 職業実践的な教育に特化した枠組みのイメージ
◊ 職業との関連を重視した実践的な教育を通じて、実践的・創造

的な職業人を育成
◊ 教育課程は実験・実習等の割合を重視、インターンシップの義

務付け、教育課程編成における企業等との連携の制度的保障等
◊ 教員は実務卓越性（知識・経験等）を重視

• 新たな枠組みを制度化する場合、現行の大学等と別の学校と

して検討することが適当。高等教育機関としての質保証が重

要であることも踏まえつつ、今後更に、具体的に検討してい

く必要

学校種を通じた職業教育の充実のための方策・質保証の在り

方

• 職業教育プログラムの評価・質保証システムの構築が必要

生涯学習の観点に立った
キャリア形成支援の充実

学校から社会・職業へ生活が移行した後
の学習者に対する支援

• 高等教育機関では、例えば、社会人の多

様な学習動機にこたえる魅力あるプログ

ラムの提供、学びやすい環境の整備など

の取組を期待

中途退学者や無業者などのキャリア形成
支援

• 高等学校では、中途退学者のその後の実

態把握に努め、可能な限り支援

• 高等教育機関では、定職・学籍を持たない

若年者を対象にした教育プログラムの提

供、就職支援の取組等の充実

• 教育関係機関と労働関係部局、ＮＰＯ等

との連携

職業に関する生涯にわたる学習を支える

基盤の形成

• 英国の全国資格枠組み（ＮＱＦ）のよう

な諸外国の取組を参考に、職業に必要な

能力と教育・訓練プログラムを明確化し、

質保証の枠組みの構築に向けた取組を推

進

キャリア教育・職業教育の充実のための様々な連携の在り方

学校間や異校種間の連携

家庭・保護者との連携
• 保護者の考え方は、子どものキャリア発達に大きな影響。

• 学校と家庭・保護者との共通理解。保護者の学校の活動への協力

関係行政機関との連携
• 厚生労働省、経済産業省等との連携・協力

地域・社会との連携
• 地域・社会の様々な方に教育活動に参画いただくことは不可欠な要素

• 特に若者に関する支援等について、ＮＰＯ等多様な主体による支援

産業界等との連携
• 産業界等との連携は、調整に課題。経済団体やＰＴＡ、校長会、ＮＰＯ等の

協力を得て協議会を設置するなど、効果的な連携の促進

• 学校と企業等との調整を図る人材の配置などの取組の一層の推進

キャリア教育

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力

や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育

職業教育

一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力

や態度を育てる教育

学校におけるキャリア教育・職業教育の改善・充実が必要

キャリア教育の充実に関する基本的な考え方

１．社会的・職業的自立に必要な基盤となる能力等を育成
する体系的な取組の構築

２．子ども・若者一人一人の発達状況の的確な把握ときめ
細かな支援

３．能力・態度の育成を通じた勤労観・職業観等の価値観
の形成・確立

キャリア教育推進のための方策

１．各学校におけるキャリア教育に関する方針の明確化

２．各学校の教育課程への位置付け

３．多様で幅広い他者との人間関係の形成

４．社会や経済の仕組みなどについての理解の促進

５．体験的な学習活動の効果的な活用

６．キャリア教育における学習状況の振り返りと、教育活動の

評価・改善の実施

キャリア教育で育成する主要能力

人間関係形成・社会形成能力

自己理解・自己管理能力

課題対応能力

キャリアプランニング能力
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今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について
第二次審議経過報告（概要・抜粋）

Ⅴ．高等教育におけるキャリア教育・職業教育の充実方策

４．各高等教育機関における職業教育の充実と、職業実践的な教育に特化した枠
組みの整備

(１)各高等教育機関における職業教育の現状と課題
① 大学・短期大学
・ 各学校の機能別分化、その機能を踏まえた養成人材像の明確化、専門分野と職業との関係

を踏まえた職業教育の質の確保が課題。また、企業等と連携した実践的な教育の展開が期待。
・ 職業上求められる専門的知識・技能が多様化・高度化する中、生涯学習ニーズへの対応や、

社会人の継続教育・再教育ニーズにこたえていくことが重要。
② 高等専門学校
・ 高等教育のユニバーサル化、技術の高度化、理科への関心の薄れ、進学率の上昇、地域連

携強化の必要性の高まりなど、社会経済環境の変化に対応した教育の展開が必要。
③ 専門学校
・ 企業等からの専門学校卒業生に対する、より実践的な専門性の修得や問題解決力、応用力

等の多様な期待にいかにこたえるかが課題。
・ 在職者のキャリアアップや離職者の学び直しなど、社会人の学習ニーズにより積極的な対

応が求められている。

(２)各高等教育機関における職業教育の充実の方向性
① 大学・短期大学
・ 各学校の機能別分化と人材養成目的の明確化を図りつつ、これを踏まえた職業教育の充実。
・ 職業に必要な能力習得のための実践的な教育の展開、特に長期インターンシップの実施や

産学連携パートナーシップのような取組等、産業界等との連携により、産学双方の課題と役
割分担の明確化とその共有を図った上で、教育内容や人材交流の在り方等を検討。

・ 職業上求められる能力をいつでも身に付けられるよう、社会人の学修機会の充実等生涯学
習ニーズ等へ対応。

② 高等専門学校
・ 高等専門学校における職業教育の高度化に対応するため、専攻科の位置付けの明確化と大

学院との接続の円滑化について、課題整理と具体的な方策について検討。また、専攻科修了
者に対する学士の学位の授与の更なる円滑化について、実態等も踏まえつつ検討。

・ 期待される人材養成機能に即した専攻科の整備・充実、一層の高度化を検討。
③ 専門学校
・ 幅広いニーズを受け止め、多様な職業教育の展開が期待。特に、成長分野における人材養

成の積極的推進の観点から、業界団体等との連携によるプログラム開発等の推進などが重要。
・ 社会人等向け短期教育プログラムの開発・モジュール化の促進や、「単位制専修学校」の

制度化の検討、ＩＴによる教育・学習環境の整備や、「通信制学科」の制度化の検討。
・ 教育活動の改善・充実に向けた、専修学校の自主的な教育の質向上の取組の支援・推進。

(３)職業実践的な教育に特化した枠組みの必要性
・ 各高等教育機関における職業教育の充実に向けた取組の支援の一方、次のような観点から、

職業教育の重要性を踏まえた高等教育システム全体の見直しが求められている。
① 職業実践的な学校教育を通じて人材育成・キャリア形成を行う高等教育機関の整備促進
② 社会から求められる人材育成ニーズへの積極的な対応
③ 高等教育全体における職業教育システムの構築

・ この要請にこたえるため、「職業実践的な教育に特化した枠組み」の整備の検討が必要。

(４)職業実践的な教育に特化した枠組みのイメージ
◇ 目的について、職業との関連性を重視した実践的な教育を通じて、実践的・創造的な職

業人を育成するプログラム。
◇ 教育課程は、実験、実習等の割合を重視（例えば４～５割）、インターンシップの義務

付け、教育課程編成における企業等との連携の制度的確保など。
◇ 教員資格・教員構成は、実務卓越性（実務知識・経験の有無、職業資格等）を重視。

(５)具体的な制度化の検討
・ このような教育プログラムの枠組みを制度化していくこととした場合、現行の大学・短期

大学等と別の学校として検討することが適当と考えられる。この検討に当たっては、高等教
育機関としての質保証が重要であることも踏まえつつ、制度設計や質保証の在り方について、
今後更に具体的に検討。
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２２文科初第４９２号

中 央 教 育 審 議 会

次に掲げる事項について、別紙理由を添えて諮問します。

教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について

平成２２年６月３日

文部科学大臣 川 端 達 夫
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（理由）

学校教育の成否は幼児・児童・生徒の教育に直接携わる教員にかかっており、その

質と数の充実はいつの時代も最も重要な課題の一つであります。

一方で今日、学校現場ではいじめ・不登校等の生徒指導上の諸課題への対応、特別

支援教育の充実、外国人児童生徒への対応、ＩＣＴの活用をはじめとする様々な課題

が急増するとともに、学力の向上や家庭・地域との連携協力の必要性も指摘されてお

り、これらの課題に応えるためにも、教員の実践的な指導力やコミュニケーション能

力の更なる向上が求められています。また、学校現場の多忙化や学校を取り巻く社会

状況の変化により、いわゆる「学びの共同体」としての学校の機能が十分に発揮され

ていないとの指摘もあります。

このような中で、保護者や地域社会から信頼される学校づくりを進めていくために

は、多様かつ優れた資質能力を有する教員を養成・確保するとともに、教員一人一人

が資質能力を高めながら自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得られ

るような環境を整えていくことが重要であり、教職員定数の改善など教員の数の充実

に関する施策とともに、教員の質の向上に取り組んでいく必要があります。

中央教育審議会からは、平成１８年７月に「今後の教員養成・免許制度の在り方に

ついて」と題する答申において、今後の教員養成・免許制度の在り方とその中で当面

改革すべき事項について御提言をいただきました。この答申を踏まえ、教職大学院制

度の創設、教員免許更新制の導入等が実現しておりますが、学校現場の抱える課題に

必ずしも十分に対応できていないといった指摘もあり、教員一人一人が教職生活の各

段階を通じてより高度な専門性と実践的な指導力を身に付けられるよう更なる改革が

求められています。このため、これまでの改革の成果と課題も踏まえつつ、教員養

成・採用・研修の各段階について改めて点検し、見直すことが今こそ必要であります。

その際、特に重視すべきは、学校教育における諸課題の複雑・多様化に対応して教

員に求められる専門性を今一度見直し、養成段階を含めた教職生活の全体を通じて不

断に資質能力の向上や専門性の高度化が図られていくようにするため、教員免許制度

と教員養成・採用・研修の各段階を通じた一体的・総合的な取組が行われるようにす

ることです。

以上のような観点から、教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方

策について包括的に諮問を行うものであります。

具体的には、以下の事項を中心に御審議をお願いいたします。
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１．教職生活の各段階で求められる専門性の基盤となる資質能力を着実に身に付けら

れるような新たな教員養成・教員免許制度の在り方について

第一に、教職生活の各段階で求められる専門性の基盤となる資質能力を着実に身

に付けられるような新たな教員養成・教員免許制度の在り方についてであります。

教員は、養成段階を含めた教職生活の各段階を通じてその時々で様々な課題への

対応が求められるため、教職に就いてからも不断に資質能力を向上させ、専門性を

高めていくことが極めて重要であります。

教職生活の全体を通じて基盤となる資質能力は、第一義的には養成段階で培われ

るべきものであり、学校種ごとの実態を踏まえつつ、教員として教壇に立つために

必要な基礎的な資質能力を着実に身に付けられるような教員養成の在り方について

御検討いただきたいと思います。

現在の教職課程は学部４年を基本としておりますが、より複雑・多様化している

学校現場の課題に対応するため、学校現場における実習の抜本的な拡充も含め、教

職課程の期間や内容の充実を図るべく見直しを行う必要があると考えており、その

具体的な在り方についてお示しいただきたいと思います。その際、教員養成の出口

であり、また教職に就くための資格でもある教員免許制度については、その在り方

自体が教職課程の在り方と深く関わっており、相互に連関させつつ見直す必要があ

るため、御検討いただきたいと思います。

また、修士段階での教員養成、とりわけ教職大学院の位置付けを明確化し、これ

を重視する場合には、教職大学院をはじめ専修免許状の課程認定を受けている大学

院について、教員養成に係る科目構成やそれに基づく教員構成等の見直しを含め御

審議いただきたいと思います。

新たな教員養成のしくみを真に実効あるものとするためには、いわゆる教員養成

学部に限らず、学部・大学院等における教員養成に係る課程認定審査や設置審査を

より厳格化するとともに、事後評価システムも強化する必要があると考えており、

それらの在り方についても御検討をお願いいたします。

さらに、学校現場に多様、かつ適性のある優秀な人材を確保するため、新たな教

員養成を経て育成される資質能力を踏まえ、採用の在り方についても御検討いただ

きたいと考えております。

２．新たな教員養成の在り方を踏まえ、教職生活の全体を通じて教員の資質能力の向

上を保証するしくみの構築について

第二に、新たな教員養成の在り方を踏まえ、教職生活の全体を通じて教員の資質

能力の向上を保証するしくみの構築についてであります。
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教員の資質能力は、その基盤こそ養成段階で培われるものですが、その後の教職

生活においても適時適切に向上させていくことが重要であります。教員免許制度は、

このような資質能力の向上を効果的に保証し得る側面をも有するものであると考え

ており、その在り方について、新たな教職課程との関係も踏まえつつ御議論いただ

きたいと思います。その際、教員が教職生活を通じてより高い専門性を自発的に身

に付けていくことを支援するため、教員免許状により一定の専門性を公的に証明す

る制度の在り方についても御検討いただきたいと思います。

また、教員免許更新制についても、その効果の検証を踏まえ、今後の在り方を御

審議いただきたいと考えております。

さらに、１０年経験者研修等の法定研修をはじめ任命権者等が行う様々な研修に

ついては、教員免許制度等との関係も考慮しつつ、各教員が教職生活の全体を通じ

て資質能力の向上を図っていくことを支援するという観点に立って、それらの在り

方について御審議をお願いいたします。

３．教育委員会や大学をはじめとする関係機関や地域社会との組織的・継続的な連

携・協働のしくみづくりについて

第三に、教育委員会や大学をはじめとする関係機関や地域社会との組織的・継続

的な連携・協働のしくみづくりについてであります。

上記の諸改革を実効あるものとして着実に進めていくためには、新たな教員養成

を通じて育成された資質能力を踏まえた採用の在り方の検討のみならず、教育委員

会、大学をはじめとする関係機関や地域社会が一体となって教員を養成し、支援し

ていくことが重要であります。そのような取組は、現在も一部の教育委員会と大学

等において積極的に行われておりますが、新たな教員養成・採用・研修のしくみの

中で、教育委員会から大学への実務家教員の派遣、大学教員の現職研修への参画な

どの連携・協働がより広範かつ確実に行われるようなしくみを構築するため、その

具体的な方策について御審議をお願いいたします。

また、地域や企業など学校とは別の分野で活躍している多彩な人材が学校現場に

参画しやすいしくみづくりなど、学校現場を活性化していくための方策についても、

具体策をお示しいただきたいと考えております。

以上が中心的に御審議をお願いしたい事項でありますが、このほかにも教員の資質

能力の向上のための方策に関し必要な事項について御検討をお願いいたします。
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中央教育審議会 教員の資質能力向上 特別部会 委員名簿

敬称略・五十音順

（委員）

○ 安 彦 忠 彦 早稲田大学教育・総合科学学術院教授（特任）

○ 安 西 祐一郎 慶應義塾学事顧問、慶應義塾大学理工学部教授

小 川 正 人 放送大学教養学部教授

加 藤 友 康 情報産業労働組合連合会中央本部中央執行委員長

◎ 田 村 哲 夫 学校法人渋谷教育学園理事長

（臨時委員）

相 川 敬 社団法人日本ＰＴＡ全国協議会会長

青 山 彰 東京都立竹台高等学校長、全国高等学校長協会長

小 原 芳 明 玉川大学長

岸 田 正 幸 和歌山県教育委員会学校教育局長

清 原 慶 子 三鷹市長

佐 藤 弘 毅 学校法人目白学園理事長、日本私立短期大学協会長

新 藤 久 典 新宿区立西戸山中学校長、全日本中学校長会長

高 岡 信 也 島根大学教師教育研究センター長・教授（前教育学部長）

高 桑 三 男 京都市教育委員会教育長

長 南 博 昭 山形県教育委員会委員長

中 西 茂 読売新聞調査研究本部研究員

布 昭 子 小平市立中学校学校支援コーディネーター連絡協議会会長

八 田 英 二 同志社大学長

日 渡 円 宮崎県五ヶ瀬町教育委員会教育長

藤 原 和 博 大阪府知事特別顧問（前杉並区立和田中学校長）

堀 内 孜 京都教育大学大学院連合教職実践研究科長・教授

松 木 健 一 福井大学大学院教育学研究科教職開発専攻長・教授

宮 川 保 之 台東区立柏葉中学校長

向 山 行 雄 中央区立泰明小学校長、全国連合小学校長会長

村 松 泰 子 東京学芸大学長、日本教育大学協会長

村 山 紀 昭 前北海道教育大学長（前札幌国際大学長）

森 田 洋 司 学校法人樟蔭学園常任理事、大阪樟蔭女子大学前学長

横須賀 薫 十文字学園女子大学学長代行・特任教授

吉 田 晋 富士見丘中学校高等学校長、日本私立中学高等学校連合会長

若 月 秀 夫 品川区教育委員会教育長

計３０名（◎：部会長、○：副部会長）
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ど
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質
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、
子
ど
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を
大
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に
、
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を
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【
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以
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に
、
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の
一
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化
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全
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国
・
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・
個
人
）
に
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の
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保
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の
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の

提
供

◆
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ー
ク
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フ
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ラ
ン
ス
の

実
現

【
新

シ
ス
テ
ム
と
は

】
以

下
の

よ
う
な
新

シ
ス
テ
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を
実

現
【
新

シ
ス
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は

】
以

下
の
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な
新
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を
実

現

■
２
３
年
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常

国
会

に
法

案
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提
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２
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年

度
の

施
行

を
目
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※
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源
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け
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な
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、
２
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で
き
る
も
の
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倒
し
し
て
実

施
※

成
長

戦
略

策
定

会
議

等
と
の

連
携

※
子

ど
も
・
子

育
て
包

括
交

付
金

（
仮

称
）
を
は

じ
め
具

体
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な
制

度
設

計
に
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た
っ
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は

、
実
施

主
体
で
あ
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地
方
が
新
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円
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に
施
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、
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成
２
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年
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子

化
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会

対
策

会
議

決
定
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基
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短期大学の地域との連携・貢献等
(小松短期大学の事例)

地域創造学科の中に「生産システムステージ(コース) 」を設け、コマツと
その関連企業の社員へのリカレント教育を実施。 地域(石川県小松市)の
ニーズに応じた人材を育成。

取組の概要

・小松短大の使命：地元に密着した人材育成(地元にコマツとその関連企業が存在)
・コマツにおける生産技術者の不足：海外生産拠点数の増加に伴い人材養成が急務
・こうした背景から、2007年度より「生産システムステージ」が発足

(当初は、社会人のリカレント教育の場として位置付け。2011年度より、地元企業組合の更なるニー
ズに対応するため、高校新卒者等についても受入。)

・募集対象：コマツとその関連企業の社員で、２年以上企業で就業した者
(企業側の設定条件：30歳未満)

・募集人員：毎年20名程度
・入学試験：社内選抜(学力試験、面接試験)合格者を対象に学内選考を実施

・学生は２年間学業に専念(仕事には従事しない)
・学費は会社が支払うとともに、会社から給料が支給

(就業規則も考慮し、授業・復習等合わせて１日８時間は学習)

・共通科目：短大教員、専門科目：金沢大学等の教員が実施
・単位化されていない科目も開講、主にコマツ社員が担当
・夏休みや春休みに実習(NC旋盤操作、機器の分解・組立等)
・自社工場・関連企業の見学の実施

・生活は全寮制
・達成目標の設定：TOEICスコア500点以上
・関連資格取得のための指導の実施(「技能検定２級」、「公害防止管理者またはエネ
ルギー管理士」、「QC(品質管理)検定３級」から２つ以上)

(1) 背景

(2) 学生受入方法

(3) 学費等

(4) 講義等の概要

(5) その他

（小松短期大学の資料に基づき作成）

※文中の「コマツ」は株式会社小松製作所を指す。
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短期大学の地域との連携・貢献等
(桜の聖母短期大学の事例)

福島県内において、授業の一環としての学生ボランティア
や、地域への生涯学習教育の提供を通じて、積極的に地域
連携・貢献を行っている。

取組の概要

・歴史：70年以上前にカナダから来日した修道女によって、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校と設置し、1955年に短期大学を開設。
・学生数：2学科 収容定員400名

（内訳） 英語科(入学定員80名）
生活科学科 福祉こども専攻（70名）
生活科学科 食物栄養専攻（50名）

・地元率：県内からの入学者比率 81％（平成22年4月入学生）
県内への就職者比率 77％（平成22年3月卒業生）

・就職率：95.4％（保育の専門職への就職率は100％）（平成22年3月卒業生）
・編入学：毎年卒業生の10％程度が福島大学、東北学院大学等へ編入学。

(1) 桜の聖母短期大学概要

(2)地域貢献の具体的取組内容

①学生ボランティア
・ボランティアセンターを設置し、専任教員1名配置。

・1年生の共通必修科目として福祉学（ボランティア活動30時間以上を含む）

を開設し、学生が地域でのボランティア活動を積極的に行っている。
・ボランティアセンターで地域から学生に依頼のあったボランティア活動の紹
介と登録
を行う（例：二本松市の菊人形英語ガイド等）。

②生涯学習
・専任教員1名配置。
・地域の生涯学習の場として1992年に生涯学習センターを設置（平成15年
度に特色GPを獲得）。
・年間約1,500人の受講者（うち4割程度は卒業生）。

・有料講座のみの開講だが、赤字がない健全な経営を行っている。
・南相馬市の市民センター運営スタッフの育成を行うなど、高等教育機関の
ない地域もサポートしている。
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１　カリキュラム改革

「その他」の例：学科設置・専攻設置に伴うカリキュラム見直し、専門教育の充実、コース制の導入・見直し

　　　　　　　　　 介護福祉士・社会福祉士の法改正に伴うカリキュラム変更、資格取得に対応する科目の追加・廃止

　　　　などを挙げた短期大学が多かった。

　　(1) 実施状況（平成19年度～21年度）

　　　　　直近の過去3年間でカリキュラム改革を実施した短期大学は、325校で、回答校の約86％（20年度約84％）。

　　(2) 具体的な内容

　　　  　具体的な内容としては、「必修、選択科目の配分の見直し」、「授業科目の区分の見直し」、「教養教育の充実」

をまとめたものである。

　  調査は、平成22年7月に全国の公私立の短期大学（対象校：385（公立24校、私立361）校）に対して行い、

 382校から回答を得た。

 　（なお、設問によっては無回答の短期大学があるため、学校数等の合計は必ずしも一致しない。）

短期大学教育の改善等の状況

文部科学省高等教育局大学振興課

　　現在、各短期大学においては、教育改善等に向けた様々な取り組みが行われている。以下の資料は、

 文部科学省高等教育局大学振興課において、各短期大学の平成21年度における取組の進捗状況の概要

325 55

305 51

20 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（グラフ内の数値は学校数）

公立

私立

計

カリキュラム改革状況

実施した 実施していない

カリキュラムの改正内容（複数回答）

108

200

178

143

82

80

50

34

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

必修、選択科目の配分の見直し

授業科目の区分の見直し

教養教育の充実

単位の計算方法の見直し

総合的内容の授業科目の開設

卒業要件単位数の増

卒業要件単位数の減

その他

学校数

速報
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「その他」の例：建学の精神に基づく特色ある講義科目の設定、教育目標をカリキュラムに反映、

　　　　　　　　　 留学生の日本語修得に配慮

　「コンピュータの取扱いなど情報活用能力を育成する科目」、「心身の健康に関する科目」、「専門教育の基礎となる科目」、
「日本語及び外国語による文書作成、討論、口頭での意見発表や報告、プレゼンテーション等の訓練を取り入れた科目」、
などを行っている短期大学が多かった。

２　教養科目
　　(１) 開設されている教養教育科目

　　(３) 編成上の配慮事項

　　　　  カリキュラム編成上の配慮事項としては、｢豊かな職業生活の実現を視野に入れたキャリア教育の提供」、

　　　　｢学生に身につけさせる知識・能力の体系性｣、　「豊かな社会生活の実現を視野に入れた教養教育の提供」が多かった。

カリキュラム編成上の配慮事項（複数回答）
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地域社会、地元企業等の人材養成ニーズへの対応

幅広い年齢層に対応した生涯学習機会の提供

帰国子女や編入学者への配慮

その他

学校数

開設されている教養教育科目（複数回答）
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心身の健康に関する科目

専門教育の基礎となる科目

日本語及び外国語による文章作成、討論、口頭による意見発
表や報告、プレゼンテーション等の訓練を取り入れた科目

社会的・学問的に重要な特定の主題や現代社会が直面する
基本的な課題についての科目

我が国の歴史や文化に関する科目

学際的・総合的な内容の科目

ボランティア活動を取り入れた科目

当該短期大学が所在する地域に関連する科目

インターンシップを取り入れた科目

実験・実習を充実させた科目

学校数
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　「ネイティブスピーカーの活用」、「ＬＬ、ビデオ等の利用」、「会話中心、速読中心などの目的別クラス編成」

などを行っている短期大学が多かった。

３　外国語教育
　　(1) 開設している外国語の種類（複数回答）

　　　　　「英語」以外には、「中国語」「フランス語」「朝鮮語（韓国語）」「ドイツ語」を開講している短期大学が多かった。

　　(２) 英語教育における特色ある取組（複数回答）

　　(２) 教養教育の在り方、専門教育との連携等について検討する学内組織

　　　　　教養教育の在り方、専門教育との連携等について検討する学内組織がある短期大学は、248校で、回答校の約66％（20年度約66％）。

外国語の種類（複数回答）
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学校数

英語教育における特色ある取組（複数回答）
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26
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38
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少人数クラス（１クラス２０人以下）の開設

ＴＯＥＩＣ、英検等に必要な能力の養成を目的とした科目の開
設

ＴＯＥＩＣ、英検等の学外試験結果の単位認定

ＩＣＴの活用

その他

学校数
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計

連携等について検討する学内組織
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　「学力別のクラス分け」、「補習授業の実施」、「個別指導」を行っている短期大学が多かった。

「その他」の例：入学前ガイダンス、入学前e-learning講座を実施

　キャリア教育を授業科目として実施している短期大学は272校で、回答校の約73％
特別講義等や厚生補導を含めてキャリア教育を実施している短期大学は363校で、回答校の約95％（20年度約94％）。

「その他」の例：企業の人事担当者、様々な職種関係者、OB・OGによる講義等の実施、

　　　　　　　　　　筆記試験と面接試験に対策を絞って能力を向上させる授業を開設

　　(２) キャリア教育を授業科目として実施してる場合の具体的な取組内容（複数回答）

　　　　　　　　「勤労観・職業観の育成を目的とした授業科目の開設」、「資格取得・就職対策等を目的とした対策講座」

４　カリキュラム上の多様な配慮
　　　　高等学校での履修状況の違い等に配慮した取組

５　キャリア教育
　　(1) キャリア教育の実施状況

　　　　　　などを行っている短期大学が多かった。

実施状況（複数回答）

83
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60
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学力別のクラス分け

補習授業の実施

個別指導

授業を既修組と未修組に分けて実施

その他

学校数

具体的な取組内容（複数回答）

202

198

183

170

143

10

84
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勤労観・職業観の育成を目的とした授業科目の開設

資格取得・就職対策等を目的とした授業科目の開設

今後の将来設計を目的とした授業科目の開設

コミュニケーション能力、課題発見・解決能力、論理的思考力等
の育成を目的とした授業科目の開設

インターンシップを取り入れた授業科目の開設

社会経済の仕組み、労働者としての権利・義務等の知識の獲
得・取得を目的とした授業科目の開設

その他

学校数

実施状況（複数回答）

272

191

66

16

0 50 100 150 200 250 300

授業科目として開講している

授業科目以外の特別講義等（※）として開講している

授業科目や特別講義等以外の厚生補導を通じて実施している

実施していない

学校数
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　　　　　　キャリアサポートセンターを開設している短期大学は、353校で、回答校の約93％（20年度約89％）。

　　(４) キャリア支援専任職員の設置状況

　　　　　　キャリア支援専任教員を設置している短期大学は、332校で、回答校の約89％（20年度約79％）。

　　(５) キャリアカウンセラーの設置状況

　　　　　　キャリア支援専任教員を設置している短期大学は、213校で、回答校の約57％。

　　(３) キャリアサポートセンターの開設状況

353 26

333
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332 47

317
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213 163
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　　(1)　実施状況 

　少人数教育を実施している短期大学は、295校で、回答校の約78％（20年度約81％）。

　　(2)　実施内容
　少人数教育の内容としては、「専攻分野に関するゼミ」、「全学生が少人数ゼミに所属」、「卒業論文指導」

などを挙げた短期大学が多かった。

「その他」の例：英会話、音楽実技指導（ピアノ等）、ゼミ、フィールドワーク、卒業研究、情報処理関連科目、留学生科目

　　(1)　作成状況 

全ての授業科目についてシラバスを作成した短期大学は374校で、回答数の約98％。

７　シラバス

６　少人数教育（平成21年度）　※少人数とは、１クラスの平均学生数が20人以下の場合を指す

295 9 75

275 9 71

20 4
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（グラフ内の数字は学校数）
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計

少人数教育の実施状況

実施している 検討中 実施していない

少人数教育の実施内容（複数回答）
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学校数
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シラバスの作成状況

全ての授業科目について作成した 作成しない授業科目があった
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　　(2)　記載内容 
「各回ごとの授業内容」、「成績評価の基準・方法」、「教科書・参考文献の指示」、「授業の概要」、「授業のねらい」

などを記載している短期大学が多かった。

「その他」の例：開講時期、指導方法、授業形態、履修者に対する要望、関連科目

　　(3)　活用方法 
「学生の科目選択のための情報提供」、「学生の準備学習のための情報提供」などを挙げた短期大学が多かった。

「その他」の例：外部へ教育内容等の説明・紹介資料、授業終了段階で既習事項の確認のための資料として活用、

シラバスの記載内容（複数回答）

377
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学校数

シラバスの活用方法（複数回答）
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学校数

74



　　  　　成績評価の基準をシラバスもしくは学生便覧等に提示している短期大学は380校で、回答校の100％（20年度約98％）。

「シラバス以外」の例：学生便覧、履修の手引き、授業中に教員から説明

　　(1)　導入状況
　ＧＰＡ制度を全学科で導入している短期大学は、127校で、回答校の約33％（20年度約30％）。

　　(2)　具体的運用方法
　ＧＰＡ制度の具体的な運用方法として、「奨学金や授業料免除対象者の選定基準」、「成績優秀者の表彰に活用」

「学生に対する個別の学習指導に活用」している短期大学が多かった。

８　学生に対して授業の履修前に成績評価の基準を示しているか

９　ＧＰＡ制度の導入

304 69 7

285 65 6

19 4 1
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ＧＰＡ制度の具体的運用方法（複数回答）
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  FDを実施している短期大学は、366校で、回答校の約96％（20年度約91％）。

　「学生による授業評価・授業アンケート」、「教育方法改善のための講演会・シンポジウム・ワークショップ等の開催」、

「教員相互の授業参観」などの実施を挙げた短期大学が多かった。

「その他」の例：県内他大学との連携によるＦＤ研究協議会等に参加、授業について、学生と教員が直接話し合う会を主催、
　　　　　 　　　　FDについて学内広報誌を配布

  ＳDを実施している短期大学は、328校で、回答校の約87％（20年度約66％）。

　　(1)　実施状況

　　(2)　具体的内容

１１　職員の能力向上のための取組（スタッフ・ディベロップメント=ＳD）（平成21年度）

１０　教員の教育力向上のための取組（ファカルティ・ディベロップメント=FD）（平成21年度）

366 15

344 13

22 2
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ファカルティ・ディベロップメントの実施状況

実施している 実施していない

ファカルティ・ディベロップメントの具体的内容（複数回答）
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その他

学校数

328 51

311 44

17 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（グラフ内の数値は学校数）

公立

私立

計

スタッフ・ディベロップメントの実施状況
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履修コースやプログラム等を設けている」などを行っている短期大学が多かった。

　　(1)　基本方針及び中長期的計画の策定

　受入に関する基本方針及び中長期的計画を策定している短期大学は、75校で、回答校の約20％（20年度約17％）。

　生活支援体制の整備を実施している短期大学は、150校で、回答校の約40％（20年度約41％）。

　　　　　　 「成績評価基準を明示し、当該基準に沿った厳格な成績評価を実施している」、「４年制大学への編入学を目指した

１３　留学生受入のための方策（平成21年度）

　　(2)　生活支援体制の整備

１２　教育の改善のための取組（平成21年度）

教育の改善のための取組
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社会人特別選抜制度を設けている短期大学は、328校で、回答校の約87％（20年度約85％）。

　　(2)　入学状況

公　立 私　立 計

(18) (317) (335)

235 3,069 3,304

125 2,402 2,527

108 2,280 2,388

科目等履修生の受入制度を設けている短期大学は、358校で、回答校の約94％（20年度約95％）。

　　(2)　受入状況

合格者数

入学者数

１５　科目等履修生の受入れ（平成21年度）

　　(1)　受入制度

　　(1)　社会人特別選抜制度

（受入校数）

志願者数

１４　社会人学生の受入れ（平成21年度）

328 50
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受入状況
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１６　長期履修学生

長期履修学生の受入制度を設けている短期大学は、106校で、回答校の約28％（20年度約25％）。

公　立 私　立 計 前年度計

(1) (14) (15) (25)

57 74 131 172

１７　社会人等の学生以外の者を対象とした教育課程の提供

社会人等の学生以外の者を対象とした教育課程を設けている短期大学は、60校で、回答校の約16％（20年度約12％）。

「設けている」と回答した中で、教育課程を修了した事実を証する証明書の交付を行っている短期大学は34校（公立2校、私立32校）

１８　公開講座

　　(１)　実施状況

公　立 私　立 計 前年度計

(22) (320) (342) (312)

154 3,134 3,288 4,043

813 68,369 69,182 52,717

12,571 174,671 187,242 186,057

（実施校数）

合計講座数

合計時間数

合計受講者数

（受入校数）

学生数

※「社会人等の学生以外の者を対象とした教育課程」とは、主として社会人等の学生以外の者を対象に、大学の授業科目もしくは公開講座
　またはこれらの一部により体系的に編成した教育課程のこと。必ずしも単位認定を行うことを要しない。なお、単発の公開講座は除く。

　　(1)　受入制度

　　(2)　受入状況

106 271

103 250

3 21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（グラフ内の数値は学校数）

公立

私立

計

長期履修学生の受入制度

導入している 導入していない
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平成11年度の義務化以降、これまでに全学で自己点検・評価を実施した短期大学は368校で、回答校の約97％。

「その他」の例：改革・改善、学生による評価、自己点検・評価の体制、将来計画、図書館、情報公開、説明責任

　　(1)　実施状況

　　(2)　具体的な評価項目

　　(3)　結果を改革に反映させるための組織的取組

自己点検・評価を実施した短期大学（368校）のうち約91％（20年度約81％）。

１９　自己点検・評価（平成11年度の義務化以降）

　　　 　 　自己点検・評価の結果を改革に反映させるための組織的取組を行っている短期大学は335校で、

368 8 10

345 8 9

23 0 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（グラフ内の数値は学校数）

公立

私立

計

自己点検・評価の実施状況

全学で実施 一部の学科で実施 実施していない

335 27 8

316 26 5

19 1 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（グラフ内の数値は学校数）

公立

私立

計

自己点検・評価の結果を改革に反映させるための取組

実施している 検討中 実施していない

自己点検・評価項目（複数回答）
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評価結果について報告書を作成・配布し公表した短期大学は297校で、自己点検・評価を実施した短期大学（368校)のうち約81％。

「その他」の例：授業の満足度、授業の進度、授業の開始・終了時間、授業の受講者数、履修理由、
　　　　　　 　　　私語への対応、学生に対する公平性、自由記述

　　(2)　具体的な評価項目

 　　   　学生による授業評価の具体的な評価項目では、｢授業のわかりやすさ｣、｢授業中の態度（意欲等）｣、「担当者の熱意・意欲」

　 　 　などを挙げた短期大学が多かった。

　　(4)　公表状況

２０　学生による授業評価（平成21年度）

　　(1)　実施状況

　　　  　学生による授業評価を全学で組織的に実施した短期大学は、353校で、回答校の約93％（20年度約95％）。

学生による授業評価の項目（複数回答）
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授業に対する興味、関心

シラバスと実際の授業との関係

補助教材の使い方

授業の出席状況

学生の意見・質問に対する配慮

黒板、ビデオ、ＯＨＰ等の使い方

事前、事後の自主的な学習

授業の深度

教室の広さ、空調などの物理的環境

その他

学校数
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学生による授業評価の実施状況

全学で組織的に実施 一部の学科で組織的に実施 実施していない その他

公表状況（複数回答可）
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評価結果をホームページに掲載して公表
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その他の方法で外部に公表

公表していない

（グラフ内の数値は受入人数）
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　　(1)　実施状況
　　　  　外部評価を実施した短期大学は、253校で回答校の約67％（20年度約49％）。

　 　 　「評価結果を教員及び学生のみに開示」などを挙げた短期大学が多かった。

２１　外部評価

　　(3)　学生による授業評価の結果を改革に反映させるための組織的取組

　　　  　学生による授業評価を反映させる組織的取組を実施した短期大学は、317校で回答校の約86％（20年度約62％）。

 　　   　　評価結果の公表では、｢評価結果を教員本人のみに提示｣、｢評価結果を報告書等としてまとめ配布｣、

　　(４)　学生による授業評価の結果の公表

253 26 99

239 23 92

14 3 7
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公表状況（複数回答）
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学校数
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　具体的な取組内容としては、「インターネット上に情報提供のためのホームページを開設している」、

「広く一般に情報を提供するための広報誌の発行している」などを挙げた短期大学が多かった。

「その他」の例：教職員による高校訪問及び進学相談会を通じた情報提供、自治体の広報誌への掲載、後援会報や同窓会報に掲載

　　(1)　情報の積極的な提供のための取組内容

　　(２)　ホームページの掲載内容

２２　情報提供（平成21年度）

取組内容（複数回答）
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学校数

ホームページの掲載内容（複数回答）
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学科等短期大学の教育研究上の基本組織の概要
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財務状況

 認証評価等の結果の概要
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 シラバス
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学則

 ＧＰ等の採択状況

 研究の状況（研究紀要、重点的教育研究の紹介等）
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 設置計画履行状況報告書
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　　(1)　地域の学習ニーズに応えるために行った取組
　「他の教育機関等に対する出前講義、注文授業、講師派遣」、「地方公共団体、地元企業等と連携した公開講座の充実」

を行っている短期大学が多かった。

「その他」の例：ボランティアや学生指導員派遣、子育て支援活動

　　(2)　地域の学習ニーズの把握方法

　「公開講座、シンポジウム等参加者からの意見聴取」、

　「地方公共団体、地域企業、有識者等との意見交換」を行っている短期大学が多かった。

「その他」の例：自治体等の要請について非定期の意見交換、高等学校の進路指導担当教員との意見交換、

　教員の学生に対するセクシャル・ハラスメント防止のための全学的な調査・対象機関を設置している短期大学は312校で、回答校の約82％。

　　（１）　調査・対策機関の設置

２３　地域の学習ニーズに応えるための取組（平成21年度）

２４　セクシャル・ハラスメント防止のための取組（平成21年度）

学習ニーズの把握方法（複数回答）
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学校数

学習ニーズに応えるために行った取組（複数回答）
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地域の学習ニーズを踏まえたカリキュラムの見直し

地域の学習ニーズを取り入れた新学科等の開設

その他

学校数
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　教員の学生に対するセクシャル・ハラスメントの問題に関する相談窓口を設置している短期大学は356校で、回答校の約94％。

　　(1)　自治体との協定
　自治体との協定を締結している短期大学は137校で、回答校の約36％。

　　(２)　企業との協定
　地元企業等との協定を締結している短期大学は34校で、回答校の約9％。

２５　地域貢献

　　（２）　相談窓口の設置
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２６　学生に対する経済的支援について（平成２１年度）

　　　  　学則で定めている短期大学は、314校で、回答校の約84％。

　　(２)　公表状況
　　　  　学内外に対して公開している短期大学は、279校で、回答校の約86％。

　　(1)　実施状況

２７　人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的の公表（平成２１年度）

学生に対する経済的支援（複数回答）
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　　(２)　公表状況

２９　教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

２８　学士課程教育における方針の明確化と公表（平成２１年度）

　　(1)　実施状況
　　　  　学位授与の方針を定めている短期大学は、189校で、回答校の約50％。

　　　  　学内外に対して公開している短期大学は、127校で、回答校の約68％。

　　　  　教育課程編成・実施の方針を定めている短期大学は、224校で、回答校の約59％。

　　(1)　実施状況
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　　　  　学内外に対して公開している短期大学は、161校で、回答校の約72％。

　　(２)　公表状況

　　　  　大学と受験生とのマッチングの観点から、入学者受入れ方針を定めている短期大学は323校で、回答校の約86％。

　　　  　学内外に対して公開している短期大学は、281校で、回答校の約92％。

３０　入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

　　(1)　実施状況

　　(２)　公表状況
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